
風水害対策編 

第３章第２６節 

「学校等における応急対策」 

 282 

第２６節 学校等における応急対策 

 

【災害対策本部担当部】  教育部  

 

１ 計画の方針  

○  基本方針 

(1) 各主体の責務  

ア 学校 

(ｱ) 風水害発生時における児童・生徒、教職員、施設利用者等の安全確保及び施設

被害に対する迅速な対応を図るため、必要な事項を定める。  

(ｲ) 学校は、あらかじめ定めていた学校防災計画、マニュアルに従い、児童、生徒、

園児等（以下「生徒等」という。）の在校時、登下校時間帯、勤務時間外等のそ

れぞれの場合に応じ、生徒等の安全を確保し、被害を最小限に抑えるとともに、

状況を速やかに関係機関に連絡する。  

(ｳ) 避難所に指定されている学校、又は臨時に指定された学校にあっては、避難所

の開設・運営に協力する。避難所に指定されていない学校にあっても、自主的に

避難してきた住民等がいる場合には、関係機関に連絡の上保護する。  

(ｴ) 被災後は、状況を見ながら、関係機関と協力し、生徒等の心のケアを行うとと

もに、できる限り早期に教育活動を再開できるよう努める。  

イ 市 

各学校の活動を支援するとともに、状況を関係機関に連絡し、必要に応じて関係

機関へ支援を要請する。  

ウ 県 

各学校や市町村の活動を支援するとともに、必要に応じ関係機関へ支援を要請す

る。また、被害状況や臨時休業の予定等の情報を集約し、報道機関へ提供する。  

(2) 達成目標 

平成１６年の７．１３豪雨災害クラスの風水害に際しても、被災後概ね１週間以内

に全学校で教育活動を再開する。  

 (3) 積雪期の対応  

積雪期においては、避難、被災後の建物の点検、生徒等の帰宅の判断等に際し、よ

り一層慎重に行う。  

 

２ 情報の流れ  

 (1) 被災地から  

情報発信者  → 情報受信者  主な情報内容  

小・中・特別支援

学校 
市教育委員会  被害状況、臨時休校等 

市教育委員会  県教育委員会  集約された被害状況、臨時休業等  
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県立学校  県教育委員会  被害状況、臨時休業等  

 (2) 被災地へ 

情報発信者  → 情報受信者  主な情報内容  

県教育委員会  県立学校  指導、助言等  

県教育委員会  市教育委員会  指導、助言等  

市教育委員会  
小・中・特別支援

学校 
指導、助言等  

市 生徒等、保護者  学校被害状況、臨時休業等  

県 生徒等、保護者  学校被害状況、臨時休業等  

  注）緊急を要する場合や、市教育委員会等に何らかの事情で連絡が付かない場合

等には、県教育委員会から直接市教育委員会や小・ 中・特別支援学校、又は、

小・中・特別支援学校から直接県教育委員会に連絡する。  

 

３ 学校における業務の体系  

気象情報等    授業実施・中断等の判断と連絡  

による風水   

害発生予想  生徒等の下校又は保護  

            

高齢者等避難  生徒等の避難・安否確認    避難所開設・運営協力  

の発令  

 

避難指示    被災状況の把握と報告  

 

 

学校の被災      

～ 3ｈ     保護者への安否情報の提供  

生徒等の帰宅又は保護継続  

 

 ～ 1 日      授業実施の判断・連絡  

       非在校生徒等の安否確認  

 

 ～ 3 日       学校再開時期等の判断・準備  

   生徒等の心のケア  

       学用品等の手配  

 

４ 学校における業務内容  

 (1) 気象情報等により風水害等の発生が予測される場合の措置  

  ア 授業実施・中断等の判断と連絡  

   校長は、臨時休校や授業短縮による一斉下校、学校での待機等の状況に応じた措



風水害対策編 

第３章第２６節 

「学校等における応急対策」 

 284 

置をとるとともに、速やかに保護者に連絡する。  

(ｱ) 校外活動中の場合 

   引率教職員は活動を中止して学校に連絡を取り、生徒等を安全に帰校させる。

交通の混乱等により直ちに帰校することが困難な場合は、生徒等の安全を確保し

た上で学校に連絡し、校長等と協議して関係機関に協力を要請するなど臨機の対

応を行う。  

(ｲ) 臨時休校、一斉下校等を決定した場合 

   各校長は、上記２ (1)の経路で県に報告する。県は、報告を受けた内容を報道機

関に提供し、報道を要請する。  

イ 生徒等の下校又は保護継続  

   下校措置に当たっては、中学校及び高等学校等については集団下校、小学校及び

特別支援学校等については、必要に応じて保護者と連絡をとったうえで、教職員に

よる引率又は学校での保護者への直接引き渡しにより安全を確保する。  

   なお、保護者と連絡が付かない生徒等、又は帰宅しても保護者が家にいない生徒

等については、保護者に引き渡せる状況になるまで学校で保護する。災害の状況に

よって全校生徒等を学校で保護する必要がある場合は、保護者に確実に連絡する。  

(2) 学校を避難所として開放する場合の措置  

  校長は、市長から指示又は依頼があったとき、若しくは近隣住民が学校に避難して

きたときは学校を避難所として開放し、その開設・運営に積極的に協力する。  

ア  教職員の基本的役割  

行政職員が出動困難な場合の初動体制時における避難所初期対応や、避難所施設

管理者としての基本的な指示や協力を行う。  

(ｱ) 校   長   施設管理者として、避難所の責任者や自主防災組織の代表者に対し、

避難所運営に必要な支援を行う。  

(ｲ) 教  頭   校長の命を受け、避難所や自主防災組織との連絡・調整や教職員への

具体的な指示を行う。  

(ｳ) 主幹教諭・教務主任・教諭 校長等の指揮の下で避難者との対応等、避難所運営

を支援する。  

(ｴ) 養護教諭  学校医と連絡を取り、避難所での救援活動を支援する。  

(ｵ) 栄養教諭・学校栄養職員等 学校の調理施設等を利用した炊き出しに協力する。 

(ｶ) 事務職員等  行政当局との連絡、学校施設のライフライン確保に当たる。  

イ  校舎等を避難場所として使用するときの注意  

(ｱ) 教育活動再開への支障が最小限となるよう、避難所として開放できる部分と開

放できない部分を指定し、住民の協力が得られるようにする。  

(ｲ) 校長室、職員室、保健室、放送室、理科室、図書室、コンピュータ室、給食室

等には、原則として入室させない。また、特に必要があるときは普通教室も開放

する。 

(ｳ) 要配慮者は、和室等条件が良好な部屋を使用できるよう配慮する。  

(ｴ) 障がい者等特別な介護が必要な避難者がいる場合は、市に連絡し、必要に応じ

て介護員の派遣や施設での介護が受けられるよう依頼する。  
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(3) 風水害が発生した場合の措置  

ア  生徒等の避難・安否確認  

(ｱ) 生徒が在校している場合  

 ａ 生徒等の掌握・避難  

学校は、避難情報（準備・勧告・指示）の発令、学校の被災等により学校か

ら避難する必要が生じた場合は、直ちに全教職員で生徒等を掌握し、状況を見

て安全と判断される場所に避難させる。その際、あらかじめ指定された者が点

呼用の名簿や防災用具等の非常持ち出し品を携行する（あらかじめ指定された

者が保管場所の近くにいない場合には、近くにいた者が適切に対応する）。 

ｂ 避難生徒等の安全確保等  

   生徒等を避難させた場合は、避難先で直ちに人員の点呼を行い、安全を確保

した上で負傷者の手当等を行う。また、火災が発生した場合や重傷者、生き埋

め者、行方不明者等がいる場合は、直ちに消防署に通報するとともに、適切な

方法により初期消火、救助及び捜索活動を行う。  

(ｲ) 登下校時間帯の場合  

 ａ 生徒等の掌握・避難・安全確保  

在校している教職員全員で、直ちに在校している生徒等及び学校に避難して

きた生徒等を掌握し、安全な場所に避難する。その際、非常持ち出し品の携行、

避難生徒等の安全確保については、上記 (ｱ)と同様に対応する。  

    ｂ 生徒等の安否確認  

     避難してきた生徒等から状況を聴き取り、遭難した生徒等の情報を得たとき

は、直ちに消防・警察等に通報するとともに、現場へ教職員を派遣して状況を

確認する。また、登下校中で学校の掌握下に入ってこなかった生徒等について

は、保護者等と連絡をとり、状況によっては通学路を教職員が手分けして確認

するなど、安否確認に全力を尽くす。  

   (ｳ) 勤務時間外の場合  

ａ 教職員の参集  

校長及び学校防災計画であらかじめ指定された職員は、直ちに登校し、施設

が被災しているときは応急措置を行い、被害の拡大防止に努める。  

    ｂ 生徒等の安否確認  

風水害等により地域住民にかなりの被害が見込まれる場合は、生徒等に連絡

をとり、安否及び所在を確認する。  

イ 被災状況の把握と報告  

公立学校は、生徒等の避難、生徒等及び教職員の安否確認を行った後、直ちに学

校施設の被災状況と合わせ、あらかじめ指定された経路で速やかに県に報告する。  

なお、夜間等で調査が危険な場合等には、可能な範囲で速やかに第１報を行い、 

その後詳細が判明するに従って、第２報以降を行う。  

ウ 保護者への安否情報の提供  

  学校は、必要に応じ、当該状況下で可能な方法で保護者へ安否情報を提供する。  

エ 生徒等の下校又は保護継続  
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 避難させた生徒を帰宅させるときは、帰宅経路等の安全を確認した上で下校させ

なければならない。  

なお、小学校及び特別支援学校等については、下校措置について保護者に連絡し、

状況によってはできる限り保護者から迎えに来てもらうこととする。保護者と連絡

が付かない生徒等又は帰宅しても保護者がいない生徒等は、保護者に引き渡せる状

況になるまで避難場所で学校の保護下におく。  

オ 授業実施の判断・連絡  

  校長は、教職員の出勤の可否、ライフラインの復旧状況、生徒等の避難の状況、

通学路の状況等を総合的に勘案し、授業を実施するか否かを判断する。  

  決定した内容は、あらかじめ決めていた連絡手段で生徒等及び保護者に連絡する

とともに、指定されていた経路で速やかに市教育委員会に報告する。  

カ 非在校生徒等の安否確認  

  風水害でかなりの被害が発生した場合において、被害発生時に欠席等で在校して

いなかった生徒等については、連絡を取って安否及び所在等を確認する。  

 (4) 教育活動の再開に向けた措置  

ア 学校再開時期等の判断・準備  

  校長は、教職員の出勤の可否、ライフラインの復旧状況、生徒等の避難の状況、

通学路の状況等を総合的に勘案し、学校再開時期の目処を立て、再開に向けて準備

を進める。  

イ 生徒等の心のケア  

   臨時休校が続く場合は、教職員が分担して生徒等の避難先等を訪ね、状況の把握、

安全指導、生活指導を行うとともに、心のケア対策にも留意する。学校再開後にお

いても、教育委員会等の支援を得て、必要に応じてカウンセリングを行うなど、心

のケア対策を継続する。  

ウ 学用品等の手配  

学校は、生徒等の被災状況を調査し、教科書又は学用品等を喪失又は損失して就

学に支障を生じている場合に、不足する教科書又は学用品等を把握し、市教育委員

会に報告する。  

 

５ 市の業務内容  

(1) 情報の集約・伝達  

小・中・特別支援学校の被害状況、ニーズ、臨時休校の予定等の情報を速やかに集

約し、県に伝達し、また、県からの情報を小・中・特別支援学校に伝達する。  

また、学校の被害の状況、生徒等の安否、臨時休校、生徒等の下校措置などの情報

について、市の広報媒体や地域ＦＭ放送などにより広報し、保護者等への伝達に努め

る。 

(2) 学校への支援  

ア 学校施設の被害状況の把握と学校再開時期等を判断するため、被災直後に学校施

設の応急危険度判定を、県教育委員会を通して文部科学省に専門家の派遣を要請す

る。 
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イ 必要に応じて、教職員に生徒等のこころのケアについての指導、こころのケアの

専門家を派遣するなどにより、学校の取組を支援する。  

ウ 避難等で通学が困難になった生徒等がいる場合には、スクールバス等の運行等を

検討する。  

(3) 学用品等の支給  

学校から支給を要する教科書及び学用品について報告を受け、速やかにそれらを手

配し、支給する。  

 

６ 県の業務内容  

(1) 情報の集約・広報  

小・中・特別支援学校の被害の状況、生徒等の安否、臨時休校、生徒等の下校措置

などの情報について集約し、報道機関に提供して報道を依頼し、保護者・住民等への

広報に努める。  

(2) 小・中・特別支援学校や市への支援  

ア 必要に応じて、広報等で保護者に生徒等のこころのケアについての情報を提供し

て、教職員に生徒等のこころのケアについて指導し、またこころのケアの専門家を

各学校に派遣する。  

イ 必要に応じて、被災地以外の学校の教職員、教育機関の職員等から、学校再開や

こころのケアのノウハウを持つ教職員を中心に支援チームを編成し、被災した学校

等に派遣する。  

ウ 国や他の都道府県等から応援職員の派遣を受け、必要とされる学校、市町村に斡

旋する。  

 

７ 学校以外の文教施設の応急対策  

各施設の管理者は、人命の安全確保及び施設等の保全を図るとともに応急対策を行い、

被害の軽減に努める。主な留意点は、次のとおりとする。  

(1) 風水害発生後は、施設への入館者又は利用者等の人命救助を第一として避難誘導に

努め、付近の安全な場所へ避難させる。  

(2) 施設への入館者又は利用者等について負傷の有無を確認して、必要な措置を講じる

とともに、人命救助が必要な場合は、全職員が救出にあたる。  

(3) 火災が発生した場合は、自衛消防隊及び地域自主防災組織と協力して、初期消火に

あたる。  

(4) ラジオ、テレビ等報道機関の地震情報を収集するとともに、市及び関係機関と連絡

をとり、最新の情報把握に努める。  

(5) 速やかに被害状況等を調査し、直ちに市及び関係機関に報告する。  

(6) 施設が避難所となった場合は、市及び地域の自主防災組織と連携して避難所の開設

運営に積極的に協力する。  
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第２７節 文化財応急対策 

 

【災害対策本部担当部】 教育部  

 

１ 計画の方針 

○ 基本方針 

(1) 各主体の責務 

ア 文化財所有者、管理責任者 

(ｱ) 文化財所有者は、被災した文化財の被害状況を把握するとともに、市等にそ

の実態を報告し、必要に応じて支援を要請する。 

(ｲ) 市等の協力を得て、二次的災害から文化財を保護し、その文化的価値がより

失われないよう必要な措置をとる。 

イ 市 

文化財の被害状況を把握し、早急に県に報告するとともに、文化財所有者や地

域住民等と協力し、必要に応じて、応急的修理及び一時搬出等の救済措置を講じ

る。 

ウ 県 

市や文化財保護指導委員等からの報告・連絡等を通じて、文化財の被害状況把

握に努めるとともに、必要に応じて県から文化財担当職員を現地に派遣して状況

確認を行い、応急措置等への協力及び指導・助言を行う。 

(2) 文化財の種別ごとの対策 

ア 建造物 

文化財所有者は、二次災害等により被害拡大のおそれのあるものについては、

可能な限り応急的措置を施し、本格的な修理・修復まで現状維持できるような対

応を行う。県及び市はそれを指導・助言するとともに、可能な限りの支援を行う。 

イ 美術工芸品、有形文化財 

文化財所有者は、文化財が展示・収蔵されている施設そのものが、倒壊・浸水

又はその危険性がある場合には、県・市及び地域住民等の協力を得て、可能な限

り速やかに当該施設から搬出し、その保護・保存を図る。併せて、被災した文化

財に関しては、その原状復旧を前提とした措置を施し、本格的な修理・修復に備

える。 

ウ 史跡、名勝、天然記念物 

文化財所有者は可能な限り被害状況の把握に努め、二次的倒壊・崩落を極力防

止するために、危険のない範囲で、応急的措置を講じるよう対応する。県及び市

はそれを指導・助言するとともに、可能な限りの支援を行う。 

 

２ 市民・地域等の役割 

(1) 市民の役割 

文化財に被害が見られた場合には、所有者又は関係機関等へ可能な限り連絡を行う
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とともに、危険のない範囲で、被災文化財救出活動等への参加・協力を行う。 

(2) 地域の役割 

地域全体の共有財産である文化財を保存・継承するために、所有者又は管理責任者

と確認を取り合いながら、可能な限り被災文化財の保護・救出活動に当たる。 

(3) 文化財所有者、管理責任者の役割 

危険のない範囲で、被災文化財の保護・救出等に当たるとともに、市教育委員会等

の関係機関へ被害状況を報告し、応急的処置及び修理についての協力や指示を求める。 

 

３ 市の役割 

(1) 指定・登録文化財への対策 

ア 国及び県指定・登録文化財 

市内に所在する文化財の被害状況を把握し、速やかに県教育委員会に報告すると

ともに、可能な限り被災文化財の保護・救出活動に当たる。併せて、被災文化財に

係る応急的措置及び修理について、関係諸機関と連絡・調整を図り、所有者又は管

理責任者に対する指導・助言の仲立ちをする。 

イ 市指定文化財 

文化財の被害状況把握を行うとともに、可能な限り被災文化財の保護・救出等の

活動に当たる。併せて、応急的措置及び修理についての助言・指導を行い、必要に

応じて所有者・管理責任者からの相談や協力要請に応じる。 

(2) 未指定文化財への対策 

被災文化財に対する保護・保全を呼びかけるとともに、所在リスト等を参考に被害

状況を確認し、必要に応じて所有者等からの相談や協力要請に応じる。 

 

４ 県の役割 

(1) 文化財等への対策 

ア 国及び県指定・登録文化財 

必要に応じて現地に担当職員を派遣するなどして文化財の被害状況を把握・確認

し、国関係機関等と連絡をとり合いながら、被災文化財の応急的措置及び修理につ

いての協力及び指導・助言を行う。 

イ 市指定文化財 

市教育委員会等を通じて文化財の被害状況を把握し、必要に応じて被災文化財に

かかる各種相談や協力要請に応じる。 

(2) 未指定文化財への対策 

被災文化財に対する保護・保全を呼びかけるとともに、所在リスト等を参考に市を

通じて被害状況を確認し、必要に応じて各種相談や協力要請に応じる。 
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第２８節 障害物の処理計画 

 

【災害対策本部担当部】  ○建設部、市民衛生部  

 

１ 計画の方針 

○ 基本方針 

風水害等により発生した落石、倒壊家屋等の障害物を速やかに除去することによ

り、防災活動拠点（国又は・県・市庁舎、警察署、消防署等）、輸送施設（道路、

鉄道駅、常設及び臨時ヘリポート等）、輸送拠点（トラックターミナル、卸売市場

等）及び防災備蓄拠点とを連絡する緊急交通路を確保する。  

なお、確保すべき緊急輸送路は、広域的かつ有機的に各拠点施設を接続するとと

もに、輸送における安全性にも配慮したものとする。  

各主体の責務 

ア 市 

災害によって、建物又はその周辺に運ばれた土砂、竹木等で、日常生活に著し

く障害を及ぼす障害物について主体となり除去するものとし、必要に応じて、災

害時応援協定に基づき小千谷市建設業協会に協力を依頼する。  

イ 県 

(ｱ) 県災害対策本部は、救命・救助・緊急輸送の関連で障害物の除去を必要とす

る道路・河川施設等の公共管理施設について、各関係機関との連携のもとに情

報を収集する。 

   (ｲ) 燃料、発電機、建設機械等の応急・復旧活動路に有用な資機材、地域内の備

蓄量、供給事業者の保有量を把握した上で、不足が懸念される場合には、防災

関係機関や民間事業者との連携に努める。 

(ｳ) 被災状況が広範かつ甚大な場合は、県災害対策本部内に障害物除去を担当す

る専属班を設置し、国等の関係機関との連携を図りながら緊急輸送及び交通確

保のため、輸送路等の施設管理者に対し速やかな障害物除去を実施を依頼する。

この場合、効率的な障害物除去作業を実施するため担当する国等の関係機関と

協議を行い、障害物処理計画を策定する。 

ウ 道路管理者（国、県、市、高速道路） 

(ｱ) 道路管理者は、その管理区域の道路の障害物の状況を調査し、災害対策本部

に報告するとともに障害物を除去する。特に、緊急輸送ネットワークの指定路

線（以下「緊急輸送道路」という。）については、最優先に実施する。  

(ｲ) あらかじめ締結してある建設業協会等との災害時の応援協定等により、障害

物の除去に必要な人員、資機材等を確保する。 

(ｳ) 緊急車両の通行の妨害となり、災害応急対策の実施に著しい支障が生じるおそ

れがあると認められる路上放置車両及びその他の物件については、県警察等の協

力を得て排除する。 

(ｴ) 緊急車両の通行の妨害となり、災害応急対策の実施に著しい支障が生じる怖
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れがあると認められる倒壊家屋、災害を受けた工作物又は物件については、市

の協力を得て排除する。 

 

２ 情報の流れ 

 (1) 被災地から 

情報発信者 → 情報受信者 主な情報内容 

市 県（施設管理者） 被災地における障害物の情報 

県（施設管理者） 県災害対策本部 被災地における障害物の情報 

その他の施設管理

者 
県災害対策本部 被災地における障害物の情報 

 (2) 被災地へ 

情報発信者 → 情報受信者 主な情報内容 

県災害対策本部 市町村 障害物除去に関する情報 

県災害対策本部 施設管理者 障害物除去に関する情報 

 

３ 業務の体系 

                     (1) 障害物除去を担当する専属班を設置 

                     (2) 被災地域全体の状況把握 

                      ア 災害対策本部の情報収集 

                      イ 道路・河川パトロール 

                      ウ 関係機関との連携 

                     (3) 建物関係障害物の状況把握  

                          

                     (1) 使用可能機械の把握 

                     (2) 作業員の把握 

                     (3) 実施箇所及びその優先順位 

                     (4) 各施設管理者の配備・処分方法の指定 

                     (5) 廃棄物収集場所・処分方法の指定 

                     (6) 民間団体への協力要請 

 

                     (1) 道路関係障害物の除去 

                     (2) 河川関係障害物の除去 

                     (3) 建物関係障害物の除去 

 

４ 被災地における障害物の情報収集 

市は、被災地域全体の状況把握のほか、救命・救助・緊急輸送の関連で障害物除去

を必要とする道路・河川施設等の公共管理施設及び建物関係の障害物について、災害

対策本部に寄せられる情報のほか、パトロールを実施し、また、各関係機関と連携し、

早期の情報収集に努める。 

なお、被災状況が広範かつ甚大な場合は、国・県等の関係機関との連携を図りなが

被災地における障害物の情報収集 

障 害 物 処 理 計 画 の 策 定 

障 害 物 処 理 の 実 施 
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ら、効率的に障害物除去を実施するための情報を速やかに収集する。  

 

５ 障害物処理計画の策定 

被害状況の情報収集の結果、その被災程度が著しく甚大であり、障害物除去が広範

かつ大規模であると判断された場合、市は国・県等の関係機関と協議を行い、緊急輸

送ネットワークの形成を念頭におき、障害物処理計画を策定する。  

市は、障害物の仮置場及び最終処分地をあらかじめ定めておくよう努める。  

(1) 使用可能機械の把握 

(2) 作業人員の把握（監督員・交通整理員・オペレーター等） 

(3) 実施箇所及びその優先順位 

(4) 実施主体（各施設管理者）の配備・指令 

(5) 廃棄物収集場所・処分方法の指定 

(6) 小千谷市建設業協会への協力要請（不足する資機材・作業人員等）  

 

６ 障害物処理の実施 

障害物除去は、原則として各施設管理者が実施する。  

(1) 道路関係障害物の除去 

ア  道路管理者は、その管理区域の道路の車両及び周辺構築物が、落下倒壊するこ

とによる路上障害物の状況を調査し、市災害対策本部に報告するとともに、路上

障害物を除去する。特に、あらかじめ定められた緊急輸送道路については、最優

先に実施する。 

イ  緊急車両の通行の妨害となり、災害応急対策の実施に著しい支障が生じるおそ

れがあると認められる路上放置車両及びその他の物件については、県警察本部の

協力を得て排除する。 

(2) 河川関係障害物の除去 

河川管理者は、その所管する河川区域において、漂流物等により二次災害の危険

が認められる場合には、市災害対策本部に報告するとともに、障害物を除去する。  

(3) 建物関係障害物の除去 

災害によって建物又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しく支

障を及ぼす障害物は、市の指導を受けながら各施設関係者が除去する。 

ア  市は特に必要があるときは、山崩れ、がけ崩れ、浸水等により住家又はその周

辺に堆積し障害物の除去を行う。なお、本市のみで障害物の除去が行われたとき

は、県及び他市町村に応援を要請する。 

イ 災害救助法が適用された場合の障害物の除去は市が行う。  

(4) 建物関係障害物の仮置場 

ア  災害によって落下、倒壊で生じた路上等の建物関係障害物を早急に撤去するた

め、推定発生量を勘案し被災地域に比較的近く、基本的に考えられる次のような

場所に一時的（暫定的）仮置場を設置する。 

公園、校庭、運動公園、公共機関及び民間所有の未利用地、既存廃棄物処分場

周辺、その他一時的仮置場として支障のない場所 
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ただし、避難場所として利用されている場所及びその近隣は除外する。  

イ  前記障害廃棄物の仮置場への搬入に関しては、事後の中間・最終処理、再資源

化等を考慮し、十分に分別されたものとする。 

(5) 除去した障害物の集積場所 

ア  障害物の集積場所は原則として、市の管理に属する被災地付近の遊休地及び空

地、その他適当な場所とする。なお、保管に当たっては、障害物により再び人命、

財産に被害を与えないよう注意する。 

イ  除去した障害物の保管場所は、可能な限り盗難等の被害の少ない場所を選定す

る。 

 

７ 関係機関の役割 

被災時における障害物除去の円滑かつ適正な処理を行うため、あらかじめ小千谷市

建設業協会と障害物の除去について、協議を行う。  

なお、市のみの対応では困難な場合は、隣接市町及び協定市町村等に対し、応援要

請するほか、県に応援の要請を依頼する。 

 

８ 積雪期の対応 

積雪は、地震災害に対し被害を拡大させる要因となることが想定されることから、

緊急輸送ルートの確保を図るため、国・県・市は除雪機械、除雪要員等について、あ

らかじめ体制の整備を図る。また、積雪及び被災状況に応じて連携を図りながら、障

害物除去計画を策定し、実施する。 
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第２９節 遺体等の捜索・処理・埋葬計画 

 

【災害対策本部担当部】 市民衛生部 

 

１ 計画の方針 

○ 基本方針 

   風水害等では、建造物の倒壊、火災、土砂崩れ等により、多くの死者を出すことが

ある。市は関係機関相互の協力により、遺体等（行方不明の状態にあり、かつ周囲の

事情により既に死亡していると推定されている者を含む。）の捜索、処理、埋葬等一

連の業務を迅速に行う。 

 (1) 各主体の責務 

  ア 市 

市は、遺体等の捜索、処理、埋葬等一連の業務を行うに当たり、関係機関と協力

するとともに、公衆衛生上の危害を未然に防止する。 

イ 県 

県内の被害状況の把握を行うとともに、市と関係機関との連絡・調整を行う。 

  ウ 警察本部、自衛隊等関係機関 

    市・県等が迅速に業務が推進できるよう支援する。 

 (2) 業務内容 

   遺体等の捜索、処理、埋葬等一連の業務を迅速に行う。 

遺体等の捜索  防災関係機関と協力した捜索活動  

遺体の収容 
遺体を車両又はヘリコプター等で搬送、一定場所へ

の遺体の安置 

遺体の検案・処理  

遺体の検視、医学的検査、身元確認等の業務及び遺

体識別のための洗浄、縫合、消毒までの一連の各防

災機関の業務 

遺体の埋葬  
遺体 を安 置場 所か ら搬 送し 、火 葬に する まで の

一連の業務  

 (3) 関係者に対する配慮策 

   一連の業務に当たっては、遺族の感情を十分考慮した上で遺族等へ説明を行う。 

 

２ 情報の流れ 

情報発信者→情報受信者  主な情報内容 

市  県  ・捜索状況の報告 

・自衛隊への応援要請依頼 

・搬送車両不足分の手配依頼 
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  ・柩、ドライアイス等が不足する場合の手配依頼 

・霊柩車が不足する場合の手配依頼 

・骨つぼ等が不足する場合の手配依頼 

・死亡者多数の場合における火葬許可手続の簡 

  略化依頼 

・火葬場の被災状況の報告 

・広域火葬の応援要請 

・近隣市町村への応援要請 

県  市 町 村 （ 火 葬 場 設

置者）  

・広域火葬の協力要請  

・火葬場の割振りの通知  

県  協定先企業・団体  ・自衛隊への応援要請 (市の要請による ) 

・新潟県トラック協会に対する搬送車両不足

分の協力要請 (市の要請による ) 

・新潟県葬祭業協同組合に対する柩、ドライ

アイス等の協力要請 (市の要請による ) 

・近隣市町村への応援要請 (市の要請による ) 

・市の行う遺体の検案・処理について、協定

に基づき日本赤十字社新潟県支部及び新潟

県医師会へ要請  

 

３ 業務の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 業務の内容 

 (1) 遺体等の捜索 

実施主体 対     策 協力依頼先 

市 ・警察本部、自衛隊等関係機関と協力して遺体等の捜

索を行う。 

警察本部 

自 衛 隊 等 関

応急対策本 

格稼動期 

応急対策初 

動期 

被災直後 遺体等の捜索 

遺体等の収容 

遺体の検案・処理 

遺体安置場所の確保 

遺体の搬送 

搬送車両の手配 

柩、ドライアイス等の確保 

霊柩車、骨つぼ等の確保 

火葬場の被害状況等の把握 

速やかな火葬の実施 

遺体の検視及び身元確認 

遺体の検案、処理 

被害状況の把握 

遺体等の捜索・行方不明者等の把握 

関係機関への捜索要請 

遺体の埋葬 
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・県に捜索状況を報告する。 係機関 

県 ・県内の被害状況の把握を行うとともに、市からの依

頼により自衛隊に応援要請を行う。 

自衛隊 

 

警察本部 

自 衛 隊 等 関 係

機関 

・遺体等の捜索を市と協力して行う。 

・警察本部は行方不明者の届出を受理するとともに、

情報の収集を行う。 

市 

(2) 遺体の収容 

実施主体 対     策 協力依頼先 

市 ・遺体の身元識別のため及び死亡者が多数のために埋

葬に時間を要する場合は、遺体の安置場所(寺院、

学校敷等)を確保し、関係機関に連絡する。 

・搬送車両が不足する場合は、新潟県トラック協会に

車両を手配するよう県に要請する。 

・柩、ドライアイス等が不足する場合は、新潟県葬祭

業協同組合に手配するよう県に要請し、遺体の腐敗

による公衆衛生上の危害を未然に防止するよう努め

る。 

寺院、学校等 

新 潟 県 ト ラ

ック協会 

新 潟 県 葬 祭

業協同組合 

県 ・市から搬送車両の手配要請があった場合、新潟県ト

ラック協会に協定に基づき要請する。 

・市から柩、ドライアイス等の手配要請があった場合 

新潟県葬祭業協同組合に協定に基づき協力を要請す

る。 

新 潟 県 ト ラ

ック協会 

新 潟 県 葬 祭

業協同組合 

警察本部 

自 衛 隊 等 関 係

機関 

・遺体の搬送を行う。  

新 潟 県 葬 祭 業

協同組合 

・柩、ドライアイス等の手配をする。  

(3) 遺体の検案及び処理 

実施主体 対     策 協力依頼先 

市 ・日本赤十字社新潟県支部及び新潟県医師会等と協力

して、医師による死因、その他の医学的検査を実施

するための場所等を確保する。 

・所轄警察署及び関係機関に連絡し、遺体の身元確認

を行う。 

日 本 赤 十 字

社 新 潟 県 支

部 

新 潟 県 医 師

会等 

警察署等 

県 ・市の行う遺体の検案・処理について、日本赤十字社

新潟県支部及び新潟県医師会に協定に基づき要請す

る。 

日 本 赤 十 字

社 新 潟 県 支

部 

新 潟 県 医 師

会 
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警察本部 ・収容された遺体について、各種の法令又は規則に基

づいて遺体の検視を行う。 

・身元不明遺体の写真撮影、指紋の採取、遺品保存等

を行い、関係機関と協力して身元確認を行う。 

 

日 本 赤 十 字 社

新 潟 県 支 部 及

び 新 潟 県 医 師

会 

・死因その他の医学的検査を行う。 

・検視及び医学的検査を終了した遺体について洗浄、

縫合、消毒等の処理を行う。 

 

(4) 遺体の埋葬 

実施主体 対     策 協力依頼先 

市 ・搬送車両が不足する場合は、新潟県トラック協会に

手配するよう県に要請する。 

・骨つぼ等が不足する場合は、新潟県葬祭業協同組合

に手配するよう県に要請する。 

・死亡者が多数のため通常の手続きを行っていたので

は、遺体の腐敗等により公衆衛生上の危害が発生す

るおそれがある場合は、火葬許可手続を簡略化でき

る方法について、県を通じて厚生労働省へ協議する。 

新 潟 県 ト ラ

ック協会 

新 潟 県 葬 祭

業協同組合 

厚生労働省 

火葬場 ・災害時の火葬体制を確立しておくものとする。 

・被災状況等を県及び市に報告するとともに、速やか

に火葬を行う。 

 

県 ・市から搬送車両の手配要請があった場合は、新潟県

トラック協会に協定に基づき協力を要請する。 

・市から骨つぼ等の手配要請があった場合は、新潟県

葬祭業協同組合に協定に基づき協力を要請する。 

・市又は火葬場設置者から広域火葬の応援要請があっ

た場合は、広域火葬の実施を決定し関係機関に通知

する。 

 

新 潟 県 ト ラ ッ

ク協会 

・搬送車により協定に基づき遺体の搬送を行う。  

新 潟 県 葬 祭 業 

協同組合 

・協定に基づき骨つぼ等を確保する。  

 

５ 身元不明遺体の取扱い 

 (1) 身元不明遺体については、市が所轄警察署その他関係機関に連絡し、調査にあたる。 

 (2) 警察本部は、一連の検視活動を通じ、迅速な身元確認に努める。 

 (3) 被災地以外に流れ着いた遺体のうち、身元が判明しない者の埋葬は行旅死亡人とし

て取り扱う。 

 

６ 広域応援体制の整備 

 (1) 市は、自ら遺体の捜索、処理、埋葬の実施が困難な場合、近隣市町又は県に応援要

請を行うこととし、近隣市町と相互応援体制の整備に努める。 

 (2) 県は、市から応援要請を受けたときは、状況に応じて県内市町村、近隣県及び全国

都道府県への応援要請を行うこととし、次の体制を整えておく。 
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  ア 県内の火葬施設及びその処理能力等の把握をしておき、市から応援要請があった

場合に、直ちに応援要請ができるような体制 

  イ 近隣県と広域応援体制の協定を締結し、災害時における広域応援体制を確立して

おき、市から応援要請があった場合に、直ちに協定県に応援要請ができるような体

制 

  ウ 厚生労働省を通じ全国都道府県に応援要請ができるような体制 
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第３０節 愛玩動物の保護対策 

 

【災害対策本部担当部】 市民衛生部 

 

１ 計画の方針 

災害時には、飼い主不明の動物や、負傷動物が多数生じると同時に、多くの住民が動

物を同行して避難所に避難してくることが予想される。 

市は、動物愛護の観点から、これら動物の保護や適正な飼育に関し、飼い主の支援及

び被災動物の保護に対しての協力を行う。 

〇 基本方針 

(1) 各主体の責務 

ア 飼い主 

(ｱ) 災害発生時に動物と同行して避難できるよう、日頃からケージに慣れさせるな

どの訓練を行っておくとともに、飼い主の連絡先を記載した名札等の装着、ワク

チンの接種、動物用避難用品の確保に努める。 

(ｲ) 一時的に飼育困難となり、他に預ける場合にあっても、長期に渡り放置するこ

とのないよう、適切な対応に努める。 

イ 市 

(ｱ) ペットを同行して避難できる避難所の情報をあらかじめ住民に提供するよう 

努めるとともに、避難訓練時には、動物の同行避難にも配慮する。 

(ｲ) 避難所を設置するにあたり、必要に応じ動物を同行した避難者を受け入れられ 

る施設を設置するなど住民が動物と一緒に避難することができるよう配慮すると 

ともに、動物救済本部等から必要な支援が受けられるよう連携に努める。 

(ｳ) 県の設置する「動物救済本部」に対し、避難所・仮設住宅における愛玩動物の 

状況等の情報提供並びに活動を支援する。 

ウ 県 

(ｱ) ペットフードやペット飼育用品の備蓄等、災害初動時の所要物資確保に努める。 

(ｲ) 危険動物等による住民の被害がないよう安全のための措置を講じるとともに負

傷動物や飼い主不明動物、住民避難の際に被災地に残された動物の保護を行う。 

(ｳ) 動物の保護や適正な飼育に関し、市町村等関係機関や県獣医師会、県動物愛護

協会等関係団体と協力体制を確立し「動物救済本部」を設置する。 

(ｴ) 各地域の被害状況、避難所での動物飼育状況の把握及び資材の提供、獣医師の

派遣等市への支援を行う。 

(ｵ) 避難所において動物が適正に飼育されるよう支援を行う。 

(ｶ) 避難所から保護施設への動物の受入及び譲渡等の調整を行う。 

(ｷ) 必要に応じ、国、都道府県、政令市及びペット災害支援協議会等への連絡調整

及び要請を行う。 

エ 公益社団法人新潟県獣医師会 

(ｱ) 県と協力し「動物救済本部」を設置し、動物の救済活動を実施する。 
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(ｲ) 緊急動物用医薬品の備蓄及び緊急配送体制を整備し、発災直後の県・市からの

要請に備える。 

オ 一般社団法人新潟県動物愛護協会 

県と協力し「動物救済本部」を設置し、動物の救済活動を実施する。 

カ 動物救済本部 

(ｱ) ペットフード等支援物資の提供 

避難した動物に対し、ペットフードや飼育用品の提供ができるよう県の災害対

策本部物資を提供する。 

(ｲ) 動物の保護 

県の活動に協力し、負傷動物や飼い主不明動物、被災地に残された動物の保護

を行う。 

(ｳ) 相談窓口の開設 

被災地や避難所、仮設住宅等での適正な飼育や動物の愛護、環境衛生の維持の

ための相談窓口を設置する。 

(ｴ) 動物の一時預かり 

被災のため一時的に飼えなくなった動物、飼い主不明動物の一時預りを行う。  

(ｵ) 飼い主捜し 

被災のため飼えなくなった動物や飼い主がわからなくなった動物の新たな飼い

主捜しのための情報の収集と提供を行う。 

(ｶ) 仮設住宅での動物飼育支援 

仮設住宅で適正に動物が飼育できるよう支援を行う。 

(ｷ) 被災動物の健康管理支援 

被災動物間の感染症等の発生や拡大を防止するため、健康管理活動を実施する。 

(ｸ) ボランティア及び募金の受入・調整・運営 

ボライティア及び募金の受付と調整、運営を行う。 

(2) 達成目標 

  被災者が安心して安全に避難できるようにするため、ペット同行避難を受け入れる 

避難所を開設し、飼い主が自らの責任の下、ペットを適切に飼養し続けることがで 

きるよう支援する。 

 被災者が、応急仮設住宅に入居する際にも、ペットを適切に飼養し続けることが 

できるよう支援する。 

 

２ 情報の流れ 

 (1) 被災地から 

情報発信者 → 情報受信者 主な情報内容 

避難所、避難者 市 ペット同行避難者の状況 

被災者ニーズ 

市 県、動物救済本部 集約された被災者ニーズ 
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(2) 被災地へ 

情報発信者 → 情報受信者 主な情報内容 

県、動物救済本部 市 ペット関連の支援内容 

市 避難所、避難者 ペット関連の支援内容 

 

３ 業務の体系

愛玩動物の
飼い主
被災動物

被災市町村

協
力
要
請

動物救済本部

情報

支援

(公社)新潟県獣医師会

県

新潟市

(一 社)  新 潟 県
動 物 愛 護 協 会

組織図

連
絡
調
整

環境省
都道府県
政令市

ペット災害
支援協議会

・
要
請

 

☆風水害発生   市       県・動物救済本部 

 

  ～１日  動物同行避難所設置  危険動物の飼育状況確認 

                負傷動物等の保護 

～３日  避難所ニーズの把握  相談窓口の開設 

                動物救済本部の設置 

～７日             避難所での動物飼育支援、物資提供 

                ペットの一時預かり 

～２月  仮設住宅の設置    仮設住宅での動物飼育支援 

 

４ 業務の内容 

動物同行避難者や被災したペットへの対応 

実施主体 内  容 協力依頼先 

被災者（ペット

の飼い主） 

・自分の安全を確保し、ペットを同行して避難所

へ避難する。 

・避難先において、ペットの安全と健康を守り、

他者に迷惑をかけることなく、ペットを適正に飼

養管理する。 

市町村 

市 ・動物を同行した避難者を受け入れられる避難所

を設置するとともに、動物救済本部等から必要な

県 

動物救済本部 
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支援が受けられるよう連携に努める。 

・避難所でのペットの飼養状況などについて県及

び動物救済本部に情報提供する。 

・避難者に動物飼育関連物資を配布する。 

・住民へ動物救護や飼養支援に関する情報を提供

する。 

・仮設住宅の設置にあたり、被災者のペット飼育

について配慮する。 

県 ・危険動物の飼育状況を確認し、安全のための措

置を講ずる。 

・負傷動物や飼い主不明のペットを保護する。 

・動物の保護や適正な飼育に関し、県獣医師会や

県動物愛護協会など関係団対等と協力体制を確

立し「動物救済本部」を設置する。 

・動物救済本部と協力し、被災者のペット飼育に

関する相談窓口を開設する。 

・環境省や他の自治体及びペット災害支援協議会

等との連絡調整及び支援要請を行う。 

県獣医師会 

県動物愛護協会 

環境省 

ペット災害支援

協議会 

新潟県獣医師会 ・県と協力し「動物救済本部」を設置し、動物の

救済活動を実施する。 

 

新潟県動物愛護

協会 

・県と協力し「動物救済本部」を設置し、動物の

救済活動を実施する。 

・被災地でのボランティアの円滑な活動を支援す

る。 

 

動物救済本部 ・被災動物支援に関し、募金の受付や調整を行い、

動物救済基金を運用する。 

・被災者のニーズに応じてペット飼育関連物資を

調達し、市町村の災害対策本部に提供する。 

・県の活動に協力し、負傷動物や飼い主不明動物、

被災地に残された動物の保護を行う。 

・被災のため、一時的に飼育できなくなった動物

や迷子動物の一時預かりを行う。 

・被災のため、飼い主を失った動物の新たな飼い

主さがしを行う。 

・被災動物の健康管理支援を行う。 

・仮設住宅で適正に動物が飼育できるよう支援を

行う。 

・ボランティアの受付、調整を行う。 
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第３１節 災害時の放送 

 

【災害対策本部担当課】 ○危機管理部、情報財政部  

 

１ 計画の方針  

○基本方針 

県内各放送機関は、風水害に関する情報が入信したときは、直ちにそれぞれの計画に

基づいて、災害時の放送を行うものとする。風水害に伴う避難等の視聴者に対する呼び

かけは、基本的には各放送機関のマニュアルに従うものとする。 

各主体の責務 

ア 市民・企業等 

風水害に関する情報には留意し、情報を入手したときは、要配慮者や情報を入手

していない地域住民、観光客等の滞在者に的確に伝達し、適切な対応がとれるよう

配慮する。 

(ｱ) 国際交流協会等ボランティアによる外国人への情報伝達活動 

(ｲ) アマチュア無線局による情報の伝達 

(ｳ) 自主防災組織、地域住民等は、高齢者、障がい者等地域の要配慮者に災害に関

する情報を伝達する。 

(ｴ) 企業・事業所、学校等は、観光客、遠距離通勤・通学者等に対し適切な対応が

とれるよう災害に関する情報を伝達する。 

イ 市 

市は、災害のため有線電気通信設備若しくは無線通信設備により通信できない場

合又は通信が著しく困難な場合は、災害対策基本法第５７条の規定により、日本放

送協会新潟放送局及び県内一円を放送区域とする一般放送事業者（以下両者を合わ

せて「全県波放送局」という）に緊急放送を要請する。市が全県波放送局に緊急放

送を要請する場合は、県（防災局危機対策課）を経由して行う。 

(ｱ) 緊急放送を要請できる内容 

河川の氾濫、火災の延焼、危険物の流出等、住民に差し迫った危険が及ぶこと

が予想される際の、住民への緊急の避難呼びかけとする。 

(ｲ) 全県波放送局の連絡先 

局  名 電   話 Ｆ Ａ Ｘ 

日本放送協会（ＮＨＫ）新潟放送局 025-265-1141 025-265-1145 

㈱新潟放送（ＢＳＮ） 025-267-3469 025-267-4410 

㈱ＮＳＴ新潟総合テレビ（ＮＳＴ） 025-249-8900 025-249-8881 

㈱テレビ新潟放送網（ＴeＮＹ） 025-283-8152 025-283-8159 

㈱新潟テレビ21（UＸ） 025-223-7009 025-223-8628 

㈱エフエムラジオ新潟 025-246-2314 025-245-3399 
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(ｳ) その他緊急を要する情報の提供 

市が、全県波放送局に緊急情報を提供する場合は、「新潟県緊急時情報伝達連

絡会」の情報伝達ルート及び手段による。同ルートにより伝達する情報は、災害

対策基本法に基づく避難指示等の発令及び解除、並びにこれに準じて行う高齢者

等避難の発令及び解除とする。 

ウ 防災関係機関 

県内各放送機関は、県・市から緊急放送の要請があった場合には、県と全県波放

送局が締結した「災害時の放送に関する協定」により遅滞なく正確に発信する。 

また、風水害に関する情報が入信したときは、直ちにそれぞれの計画に基づいて、

災害時の放送を行うものとする。風水害に伴う避難等の視聴者に対する呼びかけは、

基本的には各放送機関のマニュアルに従うものとする。 
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第３２節 公衆通信の確保 

 

【災害対策本部担当部】 ○総務部、危機管理部  

 

１ 計画の方針 

○ 基本方針 

災害の発生に際しては、通信設備等を災害から防護するとともに、応急復旧作業を

迅速かつ的確に実施し、通信の確保を図る。 

 

２ 公衆通信施設（ＮＴＴ東日本/ＮＴＴドコモ）応急対策フロー図 

★ 風水害発生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 応急対策 

 (1) 被災地通信設備の監視と通信網の遠隔装置 

   県内の電気通信設備を常時監視し、被災状況の情報収集とともに通信の疎通確保の

ための遠隔切替制御及び輻輳による制御、トーキー挿入措置等を行う。 

 (2) 災害時の組織体制 

   災害の発生又は発生するおそれのある場合は、ＮＴＴ東日本新潟支店及びＮＴＴド

コモ新潟支店に設置基準に基づく次の組織体制を設置する。 

  ア 情報連絡室 

  イ 支援本部 

  ウ 災害対策本部 

(3) 設備復旧体制の確立 

防災業務の運営又は応急復旧に必要な動員を行うため、次の事項について措置方法

を定めている。 

通信網遠隔装置 

要員の確保・体制確立 災害対策本部設置 

設備被災状況の把握 資機材の調達 災害対策機器等の出動 

設備復旧体制の確立 運搬体制確立 災害時用公衆電話（特設公

衆電話）の設置 

通信回線の応急復旧 

応 急 復 旧 工 事 

本 復 旧 工 事 

通信施設の監視 
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ア 全社体制による応急復旧部隊、本格復旧部隊等の非常招集 

  イ ＮＴＴグループ会社等関連会社による応援 

  ウ 工事請負会社の応援 

(4) 被災状況の把握 

  ア 被災の概況について、社内外からの被災に関する情報を迅速に収集する。 

  イ 被害の詳細調査について、車両での通行が困難な場合は、バイク、自転車等を利

用し、全貌を把握する。 

(5) 災害対策機器等の出勤 

   重要回線の救済及び災害時用公衆電話（特設公衆電話）を設置するため、各種災害

対策用機器、移動無線車等の出動により対応する。また運搬方法については､道路通行

が不可能な場合､必要に応じ､県、自衛隊等ヘリコプターの要請を行い空輸する。 

  ア 衛星携帯電話 

  イ 可搬型移動無線機 

  ウ 移動基地局車 

  エ 移動電源車及び可搬電源装置 

 オ 応急復旧ケーブル 

  カ ポータブル衛星車 

  キ その他応急復旧用諸装置 

(6) 復旧資材等の調達及び運搬体制の確立 

   応急復旧に必要な資材等については、ＮＴＴ東日本及びＮＴＴドコモ保有の資材及

び全国から資材等の調達を行い、また、運搬方法については、道路通行が不可能な場

合、必要に応じ、県、自衛隊等ヘリコプターの要請を行い空輸する。 

(7) 災害用伝言サービスの提供 

   災害発生時、及び災害の発生により、被災地へ向かう安否確認のための通話等が増

加し、被災地へ向けての通話がつながりにくい状況（ふくそう）になった場合、災害

用伝言ダイヤル１７１、ｗｅｂ１７１、災害用伝言板及び災害用音声お届けサービス

の利用を可能とする。 

 

４ 復旧計画 

 (1) 応急復旧工事 

   災害による電気通信設備等を緊急に復旧する必要があるため、災害対策機器、応急

用資機材等の仮設備で復旧する工事により、通信の疎通を早急に確保する。 

 (2) 復旧の順位 

   通信の途絶解消及び重要通信の確保のため、災害の状況、電気通信設備の被害状況

に応じ次の表の復旧順位を参考とし、適切な措置をもって復旧に努める。 

重 要 通 信 を 確 保 す る 機 関 

第１順位 

気象機関、水防機関、消防機関、災害救助機関、警察機関、防衛機関、輸送

の確保に直接関係ある機関、通信の確保に直接関係ある機関、電力の供給の

確保に直接関係ある機関 
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第２順位 

ガス、水道の供給の確保に直接関係ある機関、選挙管理機関、預貯全業務を

行う機関、新聞社、通信社、放送事業者、第１順位以外の国又は地方公共団

体 

第３順位 第１順位、第２順位に該当しないもの 

(3) 本復旧工事 

   災害の再発を防止するため、必要な防災設計を織り込んだ復旧又は将来の設備拡張

を見込んだ復旧工事を実施する。 

 

５ 利用者への広報 

  電気通信事業者は、災害によって電気通信サービスに支障を来たした場合、次に掲げ

る事項について、広報車及びインターネットにより地域の住民に広報するとともに、さ

らに報道機関の協力を得て、ラジオ・テレビ放送及び新聞掲載等により、広範囲に渡っ

ての広報活動を行う。 

 (1) 災害に対してとられている措置及び応急復旧状況 

 (2) 通信の途絶又は利用制限をした理由、及び状況 

 (3) 災害時用公衆電話（特設公衆電話）設置場所の周知 

 (4) 住民に対して協力を要請する事項 

 (5) 災害用伝言サービス提供に関する事項 

 (6) その他必要な事項 

 

６ 広域支援体制の整備 

  大規模災害が発生した場合は、ＮＴＴ東日本及びＮＴＴドコモの防災体制を確立する

とともに、全国からの応援を要請し、迅速な災害復旧を図る。 

 (1) ＮＴＴ東日本の応援体制 

被災した支店は、電気通信設備の被害状況を把握し、自支店だけでは対処できない

と判断した場合は、ＮＴＴ東日本本社災害対策室及びＮＴＴドコモ本社災害対策本部

に対して応援要請を行い、計画に基づいた資機材の確保と輸送体制及び作業体制を確

立し運用する。 

 (2) 全国の応援体制 

   ＮＴＴ東日本本社災害対策室は、応援要請に基づき、要請項目を取りまとめの上、

本社災害対策本部へ要請する。 

 

７ 市及び防災関係機関との連携 

市及び防災関係機関と密接に連絡調整を行うほか、ＮＴＴ東日本新潟支店は、次の措

置を講じる。 

・通信設備の被害情報の連絡 

・応急対策活動状況及び復旧見込み情報の連絡 

・その他市及び防災関係機関の応急対策に資する情報の連絡 

・小千谷市防災会議連絡員室が設置された場合の職員派遣 

 



風水害対策編 

第３章第３３節 

「電力供給応急対策」 

 308 

第３３節 電力供給応急対策 

 

【災害対策本部担当部】  ○総務部、危機管理部  

 

１ 計画の方針 

○  計画の方針  

   東北電力ネットワーク株式会社長岡電力センターは、災害時における電力ラインを

確保するとともに、電気災害から住民の安全を守るため被災箇所の迅速、適正な復旧

を実施する。  

 

２ 電力供給施設応急対策フロー図  

             ★ 災害発生 

                    社員の動員 

                    通信の確保 

                    被害情報の収集・把握 

 

                             電源車等の配備 

復旧用資材の確保 

                             危険予防措置の実施 

                           電力の融通 

                           応急工事の実施 

                           広域応援の要請 

 

 ３ 復旧活動体制の組織 

(1) 被災時の組織体制 

   災害が発生した時は、東北電力ネットワーク株式会社長岡電力センターは、防災体

制を発令し非常災害対策本部を設置するとともに、その下に設備ごと、業務ごとに編

成された班をおいて災害対策業務を遂行する。  

防災体制表 

区 分  非常事態の情勢  

警戒体制  
非常災害の発生が予想され，災害に備えた体制を整えるべきと

判断した場合  

第１非常体制  

新潟県および東北６県で非常災害の発生がまさに予想され，復

旧体制を整えるべきと判断した場合，または非常災害が発生し

必要と認めた場合  

第２非常体制  

新潟県および東北６県を含む国内広域で大規模な非常災害の発

生がまさに予想され，復旧体制を整えるべきと判断した場合，

または大規模な非常災害が発生し，早期復旧が困難であり長期

化が懸念される場合  

 

初  動 

復旧計画の策定 利用者への広報 応急対策の実施 

電 力 の 供 給 再 開 
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(2) 動員体制  

   対策本部および各班の長は、防災体制の発令後、直ちに必要人員を動員する。  

   ただし、当該店所管内で震度６弱以上の地震が発生した場合は、各長からの発令を

待たず、自動的に第２非常体制に入るものとし、対策要員及び一般社員は呼集を待つ

ことなく出動する。 

   また、被害が甚大で当該店所のみでは早期復旧が困難な場合は、他店所や関連企業

に応援を要請し、要員を確保する。復旧作業隊及び復旧資材の迅速な輸送を図るため、

緊急通行車両の指定措置を関連機関に要請する。  

(3) 通信の確保  

   対策本部は、防災体制を発令した場合速やかに関係店所間に非常災害用電話回線を

構成する。 

(4) 被害情報の把握と情報連絡体制  

   各班は、各設備（変電所、送電線、配電線等）ごとに被害状況を迅速、的確に把握

し、通報連絡経路に従って対策本部（連絡室）へ報告し、本部はこれを集約して関係

機関へも報告する。 

   県が災害対策本部を設置した場合，必要に応じリエゾンを派遣し，災害情報の収

集・伝達等に関する窓口となり，各種調整を図る。  

   被害状況把握のため，ヘリコプターやドローン等の技術を活用する場合は，県は可

能な範囲で協力する。 

(5) 小千谷市防災会議連絡員の派遣  

   防災会議連絡員室が設置されたときは、通信機器を携行した職員を速やかに派遣し、

情報の収集伝達及び災害対策に関する連絡調整を行う。  

 

４ 応急対策 

(1) 電源車等の配備 

ア  県は、大規模停電発生時には直ちに、あらかじめリスト化した病院、要配慮者

に関わる社会福祉施設等の人命に関わる重要施設及び災害応急対策に係る機関が

保有する施設の非常用電源の設置状況等を踏まえ、これらの施設の非常用電源の

稼働状況を確認の上、電源の確保が必要な施設の把握を行い、電源車等の配備先

の候補案を作成するよう努める。  

イ  県は、国、電気事業者等と調整を行い、電源車等の配備先を決定し、電気事業

者等は、電源車等の配備に努める。  

(2) 復旧資材の確保 

ア 店所の対策組織の長は、予備品、貯蔵品の在庫量を確認し、調達を必要とする資

材は、可及的速やかに確保する。  

イ 災害対策用資機材の輸送は、自社で対応することが困難な場合は、あらかじめ要

請した請負業者の車両、船艇、ヘリコプター等をはじめ、その他実施可能な運搬手

段により行う。  

ウ 災害時において復旧資材置場及び仮設用用地が緊急に必要な場合並びに人命の確

保及び資材運搬が困難な場合は、小千谷市の災害対策本部に依頼して確保する。  
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(3) 災害時における危険予防措置  

災害時においても原則として供給を継続するが、二次災害の危険が予想され、市の

災害対策本部、警察、消防機関等から要請があった場合は、送電停止等適切な危険予

防措置を講じる。 

(4) 電力の融通  

  非常災害が発生し，電力需給に著しい不均衡が生じ，それを緩和することが必要で

あると認めた場合，本店・本社対策組織は，電力広域的運用推進機関の指示などに基

づく電力の緊急融通により需給状況の改善を図る。  

(5) 応急工事  

  災害時における応急工事については、恒久的復旧工事との関連及び情勢の緊急度か

つ電気火災等の二次災害の防止を勘案して迅速、的確に実施する。緊急復旧を要する

箇所は応急用電源車、バイパスケーブル車、仮設変圧器車等を利用して早期送電を行

う。 

 

５ 復旧計画 

  復旧計画の策定及び実施に当たっては病院、公共機関、避難場所等を優先することと

し、国、県、市の災害対策本部と連携し、復旧計画を策定する。 

 

６ 利用者への広報 

  停電による社会不安の除去と二次災害防止に向けて、電力設備の被害状況、公衆感電

事故、電気火災の防止等について広報する。 

  また、市災害対策本部へ積極的に情報を提供し、広報活動の協力を得るものとする。 

 

７ 広域応援体制 

  復旧活動に当たり、他電力会社への応援要請又は派遣について、電力会社間で締結し

ている「各社間の協定」等により実施する。また、関係工事会社についても、復旧活動

の支援を依頼する。 
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第３４節 ガスの安全、供給対策 

 

【災害対策本部担当部】 ○ガス水道部、危機管理部 

 

１ 計画の方針 

○ 基本方針 

市及びＬＰガス事業者等は、災害発生後速やかに、ガス施設への影響等の調査を行い、ガスに

よる二次災害のおそれがある地域については、ガスの供給を停止する。 

  また、供給を停止した場合は、復旧計画に沿って、安全で効率的な復旧を進めることを基本と

する。 

 

２ 情報の流れ 

直後情報収集 

  次の方法により、迅速かつ的確にガス供給設備の被害状況を把握する。 

ア テレメータ監視システム等により、主要施設の被害状況を把握する。 

イ 職員が主要施設、管路等を巡回点検し、被害状況を把握する。 

ウ 市民からの通報により、被害状況を把握する。 

(1) 被災地から 

情報発信者 → 情報受信者 主な情報内容 

被災者、消防、警察 市及びＬＰガス

事業者等 

供給等支障状況、停止状況、ガス漏れ・事故等発生状

況 

市及びＬＰガス事業

者等 

国、県、（市）、

消防、警察 

ガス漏れ・事故等発生状況 

（軽微なガス漏れを除く。） 

市及びＬＰガス事業

者等 

国、県、（市） 供給等支障状況及び停止状況、復旧状況及び見込情報 

市及びＬＰガス事業

者等 

報道機関 

 

二次災害防止に関する注意事項、供給状況 

市及びＬＰガス事業

者等 

(一社)日本ガス

協会等 

復旧支援の要請 

(2) 被災地へ 

 情報発信者 → 情報受信者 主な情報内容 

県、市及びＬＰガス事

業者等 

被災者 二次災害発生防止情報、供給停止状況、供給

支障状況、復旧状況及び見込情報 

県 市及びＬＰガス事業者等 安全確保の指導 

（一社）日本ガス協会

等 

市及びＬＰガス事業者等 復旧支援予定情報 
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３ 業務の体系 

(1) 市 

 [設備点検、復旧作業] ［二次災害防止措置］ ［広報］ 

風水害発生 供給設備の緊急点検 導管等の漏えい修理 二次災害防止措置 

 

 供給停止判断 供給停止 供給停止状況等 

 国、県への報告   

 

発生後 

概ね 14 日 

 

需要家の安全確認、供給 

 

再開 

供給再開完了 (注) 

 復旧状況等 

（注） 大規模な被害が生じた場合を除く。 

(2) ＬＰガス事業者 

 [設備点検、復旧作業] ［二次災害防止措置］ ［広報］ 

風水害発生

中 

充てん所の点検 

消費先ガス設備の点検 

県への報告 

消費先設備の修理 

 

 

 

 

  

 

 

 

二次災害防止措置 

避難指示解

除後３時間

後 

消費先の緊急点検完了   

〃２日後 

〃３日後 

充てん所の復旧完了(注１) 

消費先の安全確認完了(注 2) 

  

注１ 大規模な被害が生じた場合を除く。 

注２ 安全確認は、消費者の利用再開の要望がある場合 

 

４ 業務の内容  

実施主体 対策 協力依頼先 

市民 (1) 風水害発生時は、安全措置（ガス栓の閉止、ガス漏えい時は換気

及び火気に留意する等）を行い、ガスによる出火、爆発等の事故発

生防止に努める。 

(2) 避難時に要配慮者の誘導等を行う地域住民は、要配慮者世帯のガ

スの閉止等の安全措置の実施状況を確認する。 

消防、警察 

(3) ガス漏れ、供給支障等の情報を市及びＬＰガス事業者等に通知す

る。 

市及びＬＰ

ガス事業者

等 
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Ｌ Ｐ ガ ス

事業者等 

(1) 二次災害防止のための広報を行う。 報道機関、

県、市 

(2) ＬＰガス事業者は、風水害発生後、速やかに需要家ガス設備の緊

急点検を行う。また、必要に応じて、使用再開前に安全点検を

行う。 

(3) 要配慮者世帯の緊急点検・安全確認点検に当たり、燃焼器具の

点検を併せて行う。 

(4) 市の要請により避難所、公共施設等への緊急供給を行う。 

(5) ＬＰガス事業者は、流出・埋没した容器の安全な回収を行う。 

(6) 復旧計画を定め、災害発生時の緊急措置マニュアルに従って安全

で効率的な復旧を進める。また、必要に応じて復旧支援団体等に救

援を要請する。 

復旧支援団

体等 

市  以下の安全供給対策を実施するほか、ＬＰガス事業者に対し安全確

保の徹底を指導する。 

(1) 実施体制 

風水害等によりガス工作物に甚大な被害が発生、またはそのおそ

れがある場合、被害状況の把握、応急復旧及びその他の保安措置を

円滑、適切に行うため、別に定める非常招集系統により職員を招集

するとともに、対策本部を設置し、災害対策事務分掌により応急作

業を迅速的確に実施する。また、供給開始に当たっては、需要家ガ

ス設備の安全確認点検を実施する。 

(2) 被害状況の把握 

風水害発生時には、速やかに次の施設の調査、点検を行い、被害

状況を把握し、併せて市災害対策本部から地震規模、範囲及び道路

等の被害状況の情報を入手する。また、市災害対策本部から要請が

あった場合、要配慮者世帯の緊急点検・安全確認点検及び燃焼器具

の点検を実施する。 

ア 供給施設 

受入設備、機械設備、建物、ガスホルダー、配管、計装、電気

等の供給施設について目視または計測器、ガス漏えい検知器等に

よる調査、点検を行う。 

イ 導管施設 

(ｱ) 架管部等露出導管の目視、臭気、またはガス漏えい検知器等

による調査、点検 

(ｲ) 整圧器の目視、臭気、圧力計、またはガス漏えい検知器によ

る調査、点検 

(ｳ) 導管網の緊急調査、巡回調査、漏えい調査を段階的に状況判

断をしながら進める。調査方法は、目視、異音、臭気、ガス漏

えい検知器による調査、点検 

報道機関、

県 
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(3) 緊急措置 

ア 供給停止 

(ｱ) 即時停止判断基準 

   ＳＩ値が６０カイン以上ないし、供給所のガス送出量の大変

動等があった場合は供給を即時停止する。 

(ｲ) 緊急供給停止判断基準 

ＳＩ値が３０カイン以上のときは、供給設備の安全確認を直

ちに行い、安全性が確認されない限り供給停止とする。 

イ 二次災害の防止措置 

(ｱ) 調査の結果、ガスによる二次災害のおそれがある地域につい

てはガスの供給を停止する。 

(ｲ) 消防機関に、地震による被害状況を連絡し、消火活動等が適

切に行われるよう配慮する。 

(ｳ) 導管折損等のためガス漏えいが甚だしく、引火による危険が

ある場合は、付近住民に火気厳禁の措置を講じ、状況によって

は避難措置をとる。 

(4) 応急対策計画 

被害状況を的確に把握した上で、応急対策計画を策定するととも

に、動員可能職員数及び災害対策用資機材の備蓄状況を確認し、応

援要請の必要性を判断する。 

ア 被害状況の把握 

主要施設の被害状況を迅速かつ的確に把握し、応急対策計画を

策定する。 

イ 応援要請の必要性の判断 

動員可能職員数及び災害対策用資機材等の備蓄状況を確認し、

応援要請の必要性を判断する。 

(5) 復旧計画 

需要家の安全を第一に考え、速やかにガスの供給を安全に再開す

るため、次の点に留意して復旧計画を立てる。なお、被害が大規模

な場合、応急復旧の目標を各戸１栓確保とする。 

ア 供給施設 

(ｱ) 無被害設備のガス供給能力を検討し、被害設備の復旧見込及

び原料ガスラインを含む導管網の復旧計画との整合性を図る。 

(ｲ) 原料ガス、保安用電力等の確保を図る。 

イ 導管関係 

低圧導管の導管網のブロック化を実施し、地震被害調査に基づ

き復旧計画を立てる。 

ウ 復旧順位 

需要家の復旧順位は、道路、公共施設、家屋及び導管の復旧状
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態を考慮し、原則として次による。 

①医療施設 ②避難所 ③老人施設 ④一般需要家 

エ 復旧方法 

(ｱ) 供給施設 

ａ 受入設備、付臭設備、ガスホルダー等を巡視点検し、設備

のガス漏えい、沈下、変形等の異常の有無を調査し、損傷部

分は早急に修理を行う。 

電力等の復旧は施設の運転に支障のないよう関係機関と

の連絡を密にする。 

原料ガス受入はガス供給の重要性を考慮して、被災施設の

復旧を早急に実施するよう、石油資源開発株式会社へ要請す

る。 

ｂ 漏出ガスに起因する二次災害が予想される場合は、ガスホ

ルダーの受入、送出バルブを閉止する。 

(ｲ) 導管及び需要家供給設備 

ａ 導管、整圧器等のガス漏えいは速やかに応急修理またはガ

スの遮断を行う。 

ｂ 中圧導管は、被害状況により漏出ガスに起因する二次災害

を防止するため、遮断する。 

ｃ 低圧導管は被害状況により、被害地域をブロックごとに遮

断する。地域分離ができない場合は、供給所においてガスを

遮断する。 

ｄ  ガス栓、メーターコックの閉栓について、マスコミ等を活

用し、需要家の協力を要請するが、確実を期するため、戸別

に巡回し、保安閉栓作業を行う。 

ｅ  需要家の被害状況を調査し、どのブロックから復旧作業に

着手するか決める。 

ｆ  中圧導管に試験圧力ガスを流し漏えい調査を行い、損傷箇

所の修理終了後、通ガス、エアパージを行い導管内の圧力を

保持する。 

ｇ  ブロック内の低圧導管網へ、整圧器から継続的に試験圧力

ガスを流し、漏えい調査を行い、損傷箇所の修理を行う。そ

の際、二次災害防止のため広報車によるＰＲの徹底、さらに

安全を確保するため作業員の巡回を実施する。 

ｈ  ブロック内導管網が危険のない状態で復旧したら、エアパ

ージを実施する。導管網を通常の供給圧力程度に保持して、

さらにガス漏れ調査を実施し、漏えいの発見に努める。 

ｉ 需要家への供給を再開するに当たっては、広報車によるＰ

Ｒを実施するとともに開栓作業の巡回を実施する。 
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ｊ  代替燃料の確保 

ガス施設復旧までの間、必要に応じてガスコンロの貸し出

し等により代替燃料を確保する。 

県 (1) ＬＰガス事業者に対して、安全確保のための指導を行う。 

(2) ＬＰガス事業者に対して、被害状況の調査を行う。 

ガス事業者

団体等 

(1) 二次災害防止のための広報を行う。 報道機関 

市 

 

５ 広域応援体制 

 風水害発生に伴い、災害が発生し救援の必要性が生じた場合は、｢地震・洪水等非常事態における

救援措置要綱（（一社）日本ガス協会）｣により救援要請を行う。 

(1) 通報網 

 

 

 

 

 

 

(2) 応援体制フロー図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先遣隊の派遣 

 

 

 

Ａ体制 

 

 

Ｂ体制 

 

 

 

対策本部 (一社)日本ガス協会関東中央部会 （一社）日本ガス協会本部 

関東経済産業局 ガス事業課 

関東東北産業保安監督部 保安課 

資源エネルギー庁原子力

安全・保安院 安全課 

小千谷市ガス水道局 (一社)日本ガス協

会関東中央部会 
（一社）日本ガス協会 

対策本部設置 救援対策本部設置 救援対策本部設置 

解散 

被害なし 

解散 解散 

被害なし 被害なし 

公認工事店 

ガス資機材取扱業者 

先遣隊派遣 
新潟県ガス協会事業者 

(一社)日本ガス協会関東中央部会 

現地救援対策本部設置 
救援隊派遣 
地方部会事業者 

地方部会 
現地救援対策本部設置 
救援隊派遣 
地方部会事業者 

被害あり 被害あり 被害あり 

応援要請 

応援要請 

応援要請 

応援要請 応援要請 

協議 
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６ 市民への広報 

  二次災害の防止と、円滑な復旧作業を行うための広報活動を実施する。 

(1) 広報の内容 

  ア ガス供給停止地区 

(ｱ) 復旧の見通しとスケジュール 

(ｲ) 復旧作業への協力依頼 

  イ ガス供給継続地区 

(ｱ) ガス臭気、ガス漏れ等異常時のガス水道局対策本部への通報 

(ｲ) ガスの安全使用周知 

(2) 広報の方法 

 ア 報道機関への協力要請 

 イ 広報車による巡回 

 ウ 個別訪問によるチラシ配布 

 エ 諸官公署への協力要請 

 オ 避難所への周知 

 

７ 積雪期の対応 

 積雪期においては、被災状況調査の困難と、道路の寸断等による復旧活動の困難が予想される。

そのため二次災害防止に重点をおき、被害調査体制の充実と、道路管理者との緊密な連携を図り、

除雪対策等協議を行う。 

 また、市民はガスメーター周辺の除雪に協力するものとする。 

 

８ 恒久対策計画 

 復旧作業を終了した後に、全般的な漏えい調査を実施し、完全復旧を図るとともに将来計画及び

都市計画等を配慮し、計画的に施設面及び体制面での災害予防対策を充実させ、恒久対策を推進す

る。 
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第３５節 給水・上水道施設応急対策 

 

【災害対策本部担当部】 ガス水道部  

 

１ 計画の方針 

○ 基本方針 

災害時において、飲料水及び生活用水（以下「飲料水等」という。）の確保は被災

者の生命維持、人心の安定を図る上でも極めて重要である。 

被災地に必要な飲料水等を迅速に供給するため、緊急遮断弁を装備した配水池及び

井戸等により飲料水等を確保し、拠点給水、運搬給水、仮設給水等を合理的に計画し、

応急給水対策を実施するとともに、二次災害の発生を未然に防止し、可能な限り速や

かに給水機能の回復を図るために必要な措置を講じる。 

 

２ 情報の流れ 

(1) 被災地から 

情報発信者→情報受信者 主な情報内容 

市 

 

県 

関係機関 

県及び関係機関へ逐次、報告することに努め、効果的な応

急対策の実施体制を確立する。 

ア 被災直後 

・水道施設の被害、断減水の状況 

・市全域の被害状況（水道未普及地区の被害状況、孤立

集落の発生状況等） 

・応援部隊の要請 

イ 応急復旧開始後 

・応急対策の実施状況（応援部隊の過不足、応急復旧の

進捗状況等） 

・復旧の見通し 

県 関係機関 ・全般的な水道施設等の被災状況 

・応援部隊の派遣要請 

・全般的な復旧状況 

 (2) 被災地へ 

情報発信者→情報受信者 主な情報内容 

県 

 

市 ・広域的な被害情報 

・応援要請に関する助言 

・応援給水、応援復旧の支援・調整 

・飲料水の衛生確保対策 

・支援制度に関する情報 

日 本 水 道 協

会等 

市 ・応援要請に関する調整・助言 
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市 被災者 ・断減水の影響範囲 

・応急給水、応急復旧の実施方法 

・飲料水の衛生確保対策 

・応急復旧の見通し 

 

３ 業務の体系（業 務スケジ ュール）  

☆災害発生 

        （供給水量）           （業務スケジュール） 

直後 

～3h 

～6h 

 

～12h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３日 

 

 

 

 

１週間 

 

２週間 

 

 

１か月 

 

 

注１ 避難指示等の解除後は帰宅者が急増することが予想されるため、速やかな給水

機能の回復が必要となる。 

  注２ 大規模な被害が生じた場合を除く。 

  注３ 安全確認は、消費者の利用要望がある場合 

 

 

 

 

 

３ℓ／日 

生命維持 

 

20～30 ㍑ 

最低生活水量 

30～40 ㍑ 

生活水量の確保 

各戸１ 
給水栓の確保 

○被害状況の把握 

○住民への広報、報道機関への対応 

○緊急措置（二次災害の防止） 

○応急対策の方針決定（注１） 

 ・被害状況の見積もり、応援要請の必要性判

断 

 ・応急給水、応急復旧の方針 

◆応急給水活動 

第１段階 

・拠点給水 

・運搬給水 

・保存水 

◆応急復旧活動 

第１段階 

・主要施設の復旧 

・通水作業 

・医療施設等への応急復

旧 

第２段階 

・仮設給水栓の設置 

（注２） 

・拠点給水 

・運搬給水 

第２段階 

・仮設給水栓の設置（注

２） 

・主要配水管の応急復旧 

・通水作業 

第３段階 

・仮設給水栓の増設 

・代替水源等の使用

（注３） 

 （生活用水） 

第３段階 

・仮設給水栓の増設 

・配水、給水管の応急復

旧 

・通水作業 

第４段階 各戸１給水栓の設置 

応急復旧の完了 
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４ 業務の内容 

(1) 被害状況の把握 

実施主体 対   策 協力依頼先 

市 次の方法により迅速かつ的確に水道施設、配水管路、道

路等の被害状況を把握する。 

ア 職員等の巡回点検による主要施設、管路等の被災状況

確認と日報、写真等による記録 

イ テレメータ監視システム等により取水、浄水、配水施

設等の主要施設の被害状況及び配水ポンプ等の運転状

況を把握する。 

ウ 職員が主要施設、配水管路等を巡回点検し、被害状況

を把握する。 

エ 市民からの配水管、給水管等の破損、断水等の通報に

より被害状況を把握する。 

オ 市災害対策本部から災害規模、範囲及び道路等の被害

状況の情報を入手する。 

水道工事業者 

県 ア 必要に応じて職員を被災地へ派遣し、被害状況の調査

を実施 

イ 必要に応じて関係機関へ被害状況調査を依頼 

日本水道協会

新潟県支部、

新潟県水道協

会等 

(2) 住民への広報や報道機関への対応 

実施主体 対   策 協力依頼先 

市 県との相互連絡体制を確立し、市民に対し、断減水の状

況、応急給水計画、応急復旧の見通し、飲料水の衛生対策

等について広報し、市民の不安の解消に努める。 

ア 第１段階の広報 

 (ｱ) 迅速に断減水の状況、応急給水計画、飲料水の衛生

対策等の情報を防災無線、チラシ及び掲示板及び広報

車により広報する。 

(ｲ) 報道機関、放送局等の協力を得て、多元的に広報す

るよう努める。 

イ 第２段階の広報 

  長期的、広域的な復旧計画等の情報を、主に広報誌、

報道機関、インターネット等を利用し、広報する。 

ウ 情報連絡体制 

市及び県は、被害状況、応援要請、市民への広報等に

ついて密接な連絡調整を図るため、相互連絡体制を確立

する。 

報道機関 

県 全般的な被害状況等の情報や飲料水の衛生確保対策に

ついて、広報するとともに報道機関へ対応する。 

報道機関 
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(3) 緊急措置 

実施主体 対   策 協力依頼先 

市 ア 対策本部設置 

風水害により上水道施設に甚大な被害が発生した場

合、別に定める非常招集系統により職員を招集し、被

害状況を把握し応急復旧措置を円滑、適切に行うため、

対策本部を設置する。 

災害対策事務分掌により応急作業を迅速的確に実施

する。 

イ 公認工事店等への要請 

 公認工事店及び水道資機材の取扱業者等は、平常時

から応急復旧用資機材の在庫状況を管理し、備蓄に努

める。 

また、協定書に基づき応急復旧活動を要請する。 

ウ 緊急措置 

  二次被害の防止措置及び被害発生地区の分離に努

め、被害の拡大を防止する。 

(ｱ) 二次被害の防止措置 

  ａ 薬品等の漏出防止措置を講じる。 

  ｂ 緊急遮断弁の作動状況を確認し、配水池で浄水

を確保する。 

  ｃ 消防機関に、地震による水道の断減水の状況及

び配水池の緊急遮断弁の作動状況等を連絡し、消

火活動が適切に行われるよう配慮する。 

(ｲ) 被害発生地区の分離 

被害が少なく、継続して給水が可能な地区と、被

害が大きく継続給水が不可能な地区を選別し、配水

管のバルブ操作等により配水区域を切り離し、配水

池の浄水の漏出防止を図る。 

 

県 二次災害の防止措置 

(ｱ) 有害物質等の流出事故情報の収集に努め、影響が

及ぶ水道事業者等へ取水停止等を要請 

(ｲ) 緊急用井戸等による飲料水の衛生確保について市

を通じて市民に周知、指導 

市町村、水道

事 業 者 、（ 公

社）日本水道

協会新潟県支

部 
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(4) 応急対策の方針決定 

実施主体 対   策 協力依頼先 

市 被災施設、被災者数等を的確に把握し、地区別を考慮し

た応急給水計画及び応急復旧計画を策定するとともに、動

員可能職員数及び災害対策用資機材の備蓄状況を確認し、

応援要請の必要性を判断する。 

ア 被害状況の把握 

主要水道施設の被害状況、配水管、給水管等の被害発

生箇所、被害の程度及び被災者数等を迅速かつ的確に把

握し、地区別を考慮した応急給水計画及び応急復旧計画

を策定する。 

イ 応援要請の必要性の判断 

動員可能職員数及び災害対策用資機材等の備蓄状況

を確認し、応援要請の必要性を判断する。 

日本水道協会

新潟県支部 

水道工事業者 

県 被害が甚大な場合は、応急対策計画の立案、技術支援が

できるように応援の要請について配慮する。 

日本水道協会

新潟県支部 

新潟県水道協

会 

(5) 応急給水活動  

優先順位を明確にし、衛生対策、地域性や積雪期及び要配慮者等に対し十分配慮し、

被害状況に応じ、地域別に給水方法を選定し、生活用水にも十分留意した上で、被災

者に飲料水等を給水する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原 水 の 確 保 

既存取水施設緊急時、代替水源 

浄 水 の 貯 水 施 設 

浄 水 施 設 

既 存 浄 水 施 設 

配水池 

（緊急遮断弁装置の設置） 

井戸 

浄 水 の 確 保 

水質の安全性、衛生確保 

工業用水の活用 

他の水道事業者からの緊急受水 

他水源緊急利用 

運搬給水 

運送手段 

消防部隊、自衛隊等の応急給水、 

応急給水資機材の提供 

応 急 給 水 

市    民 

水源（飲用井戸等の衛生対策） 

貯水（飲料水の備蓄、受水槽の利用） 

情報（応急給水、断減水等の情報収集） 

拠点給水 仮設給水 
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実施主体 対策 協力依頼先 

市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被害状況に応じ、地区別に拠点給水、運搬給水、仮設給

水を効率的に組み合わせ給水する。 

給水種類 内  容 

拠点給水 配水池及び避難場所等に給水施設を設けて

給水する。 

運搬給水 給水車、給水タンク搭載車、タンク付消防ポ

ンプ車、散水車等により飲料水を被災地に運

搬し、給水する。 

仮設給水 応急復旧した水道管に仮設給水栓を設置し

て給水する。 

応急復旧及び他の給水方法の状況に応じ、給

水栓数を増減できるよう配慮する。 

ア 給水の順位 

  被災状況を考慮し、原則として次による。 

  ①医療施設 ②避難所 ③社会福祉施設、老人施設等

④一般需要家 

イ 飲料水及び応急給水資機材の確保 

 (ｱ) 飲料水の確保 

ａ 緊急遮断弁を装備した配水池で災害発生直後にお

ける当面の飲料水を確保する。 

ｂ 災害を免れた水道施設を稼動し、飲料水を確保す

る。 

(ｲ) 応急給水用資機材の確保 

市が確保している応急給水用資機材が不十分な場合

は、速やかに他市町村及び水道資機材取扱業者の支援

を受け、配給用容器、非常用水筒等の応急給水用資機

材を調達する。 

ウ 飲用井戸及び受水槽等による給水 

(ｱ) 風水害による水質悪化、汚染が懸念されるため、や

むを得ず飲用する場合は煮沸消毒をするか、消毒剤を

添加したうえで飲用に供する。 

(ｲ) 水質検査の結果、水質基準に適合する場合は仮設給

水栓に準じ給水する。 

エ 飲料水の衛生確保 

(ｱ) 給水する飲料水の残留塩素濃度を測定し適切に消毒

されていることを確認する。また、残留塩素が確保さ

れていない場合は、簡易型消毒設備または塩素消毒剤

等により消毒する。 

オ 生活用水の確保 

(ｱ) 市が所有する井戸及び市民が所有する井戸の設置状
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況をあらかじめ把握し、緊急時に生活用水の給水拠点

として使用できるよう配慮する。 

(ｲ) 水道水源以外の水、雨水等に消毒剤を添加し、水洗

トイレの流し水手洗い水等への利用を図る。 

(ｳ) 消雪用井戸を使用する場合は、その管理者と協議を

行い、かつ飲料水として使用するときは、水質基準に

適合することを確認する。 

カ 積雪期の給水計画 

積雪期の風水害時は、特に雪害が重なり、給水活動に

困難を伴うことが予想される。被災地区の飲料水を確保

するため、飲用井戸等の代替水源による給水方法及びヘ

リコプターによる空輸等を検討する。 

キ 要配慮者等に対する配慮 

高齢者等の要配慮者等への給水に当たっては、ボラン

ティア活動や住民相互の協力体制を含め、きめ細かな給

水ができるよう配慮を要する。 

ク 日報、写真等により活動状況を記録する。 

県 ア 緊急用井戸等の使用について、必要に応じて職員等を

派遣し、衛生確保の実施について指導する。 

イ 必要に応じて水道法(昭和３２年法律第１７７号)第４

０条に基づく水道用水の緊急応援命令を発動する。 

 

(6) 応急復旧活動 

実施主体 対策 協力依頼先 

市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

優先順位を明確にし、衛生対策や積雪期の対応等を十分

に配慮し、関係機関との連絡調整を図り、可能な限り速や

かに復旧を行う。 

ア 計画フロー図 

 

 

 

 

 

 

イ 復旧範囲の設定 

市による復旧は、各戸１給水栓の復旧までとし、以降

の給水装置の復旧は所有者の責によるものとする。 

 

ウ 復旧作業手順 

  原則として取水施設、導水施設、浄水施設を最優先と

各 ラ イ フ ラ

イン事業者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

恒 久 対 策 

･製造、取扱業者等から

の調達 

･他市町村からの調達 

復旧用資機材の調達 

復 旧 作 業 

配水管図面等の準備 



風水害対策編 

第３章第３５節 

「給水・上水道施設応急対策」 

 325 

 

 

 

 

し、次いで送水管、配水管、給水装置（各戸１給水栓）

の順に作業を行う。 

エ 復旧順位 

 (ｱ) 医療施設、避難所、社会福祉施設、老人施設等の復

旧作業を優先的に行う。 

(ｲ)応急給水の拠点への復旧作業を優先的に行う。 

オ 復旧用資機材の確保 

市が確保している復旧用資機材で不十分な場合は、速

やかに他市町村及び公認工事店等の支援を受け、削岩機、

掘削機等の応急復旧資機材等を調達する。 

カ 積雪期への配慮 

積雪期の復旧作業には施設や道路等の除雪作業が必要

となるため、除雪要員を確保し、道路管理者等の関係機

関と除雪作業について連絡調整する。 

キ 配管給水の衛生確保 

応急復旧後の通水に当たっては、飲料水の遊離残留塩

素濃度を適宜測定し、０．２㎎/ℓ以上（結合残留塩素の

場合は１．５㎎/ℓ以上）となるよう消毒する。 

ク ライフライン関係機関相互の情報交換、復旧対策の推進 

電気、ガス、下水道等の施設間で被災状況の情報を交

換し、災害対策初動期における被害状況の把握を総合的

に行い、復旧対策計画を的確に策定する。 

ケ 日報、写真等により活動状況を記録する。 

 

 

 

県 異なるライフライン施設間の復旧速度の相違に起因する

二次災害の発生を防止するため、各ライフライン担当部局

等と協議する。 

各 ラ イ フ ラ

イン事業者 

 

５ 広域応援体制  

(1) 復旧活動が困難な場合は、「水道災害相互応援要綱」（日本水道協会新潟県支部）

により応援要請を行う。 

 

災害発生 

 

応援要請 

 

 

 

 

(2) 応援部隊を受け入れる場合は、的確に指揮できる体制及び施設を整備しておく。 

(3) 事前に、他市町村と費用負担等を定めた応援協力に関する協定の締結、応援活動用

長岡市 

（中越圏ブロック代表都市） 

応援正会員 

小千谷市ガス水道局 

ガス水道局対策本部 

日本水道協会新潟県支部 
水道災害対策本部長 

応援要請 

公認工事店 

水道資機材取扱業者 

防災関係機関 
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マニュアルの作成、応援部隊用宿泊場所の斡旋等、受入体制を確立する。 

(4) 公認工事店、水道資機材及び保存水等の取扱業者と事前に応援協定を依頼し、円滑

に対策を実施できるよう努める。 

(5) 県は主に、情報の連絡調整、総合的な指揮、指導及び関係機関への応援要請を行う。

また、必要に応じ、水道法第４０条に基づく、水道用水の緊急応援命令等の適切な措

置を講じる。 

 

６ 積雪期の対応  

積雪期においては、被害状況調査の困難と、道路の寸断等による復旧活動の困難が予

想される。そのため二次災害防止に重点をおき、被害調査体制の充実と、道路管理者と

の緊密な連携を図り、除雪対策等の協議を行う。 

 

７ 恒久対策計画  

応急的な復旧作業を終了した後に、全般的な漏水調査を実施し、完全復旧を図るとと

もに、将来計画及び地震後の都市計画等を配慮し、計画的に施設面及び体制面での災害

予防対策を充実させ、恒久対策を推進する。 

(1) 漏水防止調査 

地下に噴出して発見できた漏水箇所のほかに、地下の漏水箇所を詳細に調査し、修

理計画を策定し、優先順位を定め、漏水を完全に防止する。 

(2) 恒久対策計画 

水道システム全体の耐震化、近代化の向上を図る。特に軟弱地盤の改良、老朽管の

更新、管路の伸縮、可とう化等による耐震性の向上を図るとともに、配水区域のブロ

ック化、配水本管のループ化、連結管のバイパスルート確保等によりバックアップシ

ステムの構築を図る。 
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第３６節 下水道施設等応急対策 

 

【災害対策本部担当部】 ガス水道部  

 

１ 計画の方針  

○ 基本方針 

(1) 各主体の責務  

ア 市民（各家庭、企業、学校、事業所等） 

下水道等（下水道、農業集落排水）の処理場、ポンプ施設、管渠が被災を受け、

下水処理機能、下水流下機能が停止または機能低下し、下水道管理者から下水道等

の使用の自粛を求められた場合は、協力する。 

下水道等被災時においては、下水道等に流入する水の流入を少なくするため、ト

イレ使用、入浴等をできる限り自粛する。 

風水害発生から、３日間程度に必要な携帯トイレ等は、自らの備蓄で賄うことを

原則とする。 

  イ 市 

被災時には、直ちに、被災調査及び復旧工事に着手する。 

また、自ら管理する下水道施設等の被害状況を把握すると共に、県に報告し、必

要な応急措置を講じる。流域下水道管理者である県と密接な連絡をとり、必要な応

急措置を講じる。下水道等施設が被災を受けた場合は、早期に使用再開計画の目途

を立て、被災状況、トイレの使用制限等の協力依頼を住民に広報する。（第３章第

２１節「トイレ対策計画」参照） 

携帯トイレ・簡易トイレ、仮設トイレ、マンホールトイレ、被災調査に必要な資

機材、応急復旧に必要な仮設資材等が確保できない場合は、県に支援を要請する。 

  ウ 県 

市の被害状況を把握するとともに、必要な支援を実施する。また、被災により流

域下水道が使用不能になった場合は、速やかに関係市町村へ連絡し、市から下水道

利用不能地域の情報を住民に周知することができるようにする。 

  エ 県及び市 

被災施設の復旧計画を立て、災害復旧事業を実施し、施設の機能回復及び復旧作

業の早期完成を図る。 

(2) 要配慮者に対する配慮 

ア 市は、避難所に要配慮者用のトイレを設置する。 

  イ 県、市は被災箇所にバリケード等を設置し、要配慮者が侵入し被災を受けないよ

う配慮する。 

(3) 積雪期の対応 

市及び県は、積雪期における下水道等施設の被害状況の調査及び応急処置を講ずる

ため、除雪等必要な対応を行う。 
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２ 情報の流れ  

 (1) 被災地から 

情報発信者 → 情報受信者 主な情報内容 

避難所、避難者 市 被災者ニーズ 

市 県 集約された被災者ニーズ 

被災地情報、応援依頼等 

県 （協定先）企業・団体、他県、

国、市町村 

集約された被災者ニーズ 

被災者情報、応援依頼等 

(2) 被災地へ 

情報発信者 → 情報受信者 主な情報内容 

県 市 支援情報、流域下水道の被

害情報 

市 避難所、避難者 復旧予定、使用開始予定情

報 

 

３ 業務の体系  

下水道施設等復旧は概ね次の計画を目安にする。 

★風水害発生 

 直後     緊急点検・調査・措置による対応 

             ↓ 

 ～１週間   応急調査、応急計画着手、応急対策実施  外部応援依頼 

             ↓                  

 ～１か月   本復旧調査着手、応急復旧着手・完了       

             ↓                  

 １か月～   本復旧調査完了、災害査定実施、本復旧着手    

             ↓                  

           下  水  道  施  設  の  復  旧  

 

４ 緊急点検・調査・措置による対応  

(1) 緊急点検・緊急調査・緊急措置による対応 

実施主体 対   策 協力依頼先 

被災者 ・マンホール、路面状況、処理場の異常が確認できた

場合に町内会長・市へ報告する。 

市 

市 ・下水道施設等市管理施設の緊急点検、緊急調査の実

施並びに県への報告 

・緊急調査に基づく応急復旧計画の策定 

・流域下水道関連公共下水道の緊急点検、緊急調査の

実施、流域下水道施設管理者の県への連絡、調整。 

県、地方共同法

人日本下水道事

業団、(一社)地

域環境資源セン

ター、協定事業

者等 
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県 ・流域下水道施設の緊急点検、緊急調査の実施 

・市の被害状況の把握 

・緊急調査に基づく応急復旧計画の策定 

・流域関連公共下水道管理者の市への連絡、調整 

・被災状況の国への報告・連絡調整 

国、流域関連市

町村、 (地共)日

本下水道事業

団、(公社)日本

下水道管路管理

業協会、(一社)

新潟県下水道維

持改築協会 

(公 財 )新 潟

県 下 水 道 公

社 

・県の指示に基づき、流域下水道施設を点検し、被災

箇所の特定および必要な応急措置等実施する。 

本部、支所等 

(公 社 )日 本

下水道協会 

・県、市からの要請に基づき、現地での調査に協力す

る。 

本部、支部等 

(地 共 )日 本

下 水 道 事 業

団 

・県、市からの要請に基づき、現地での調査に協力す

る。 

本部、他県支

部等 

(一 社 )地 域

環 境 資 源 セ

ンター 

・県、市からの要請に基づき、現地での調査に協力す

る。（農業集落排水関係） 

本部 

(公 社 )日 本

下 水 道 管 路

管理業協会 

・県、市からの要請に基づき、現地での調査に必要な

機材調達及び調査実施に協力する。 

本部、他県支

部等 

(一 社 )新 潟

県 下 水 道 維

持改築協会 

・県、市からの要請に基づき、現地での調査に必要な

資機材調達及び調査実施に協力する。 

 

 

小 千 谷 市 指

定 排 水 設 備

組合 

・市からの要請に基づき、現地での調査に必要な機材

調達及び調査実施に協力する。 

 

処理場・ポン

プ 施 設 管 理

受託業者 

・市からの要請に基づき、現地での調査に必要な機材

調達及び調査実施に協力する。 

 

(2) 応急復旧による対応 

実施主体 対   策 協力依頼先 

市 ・応急復旧計画に基づき、応急復旧を実施、下水道施

設等利用を再開する。 

・仮設用資材調達に努める。 

・地域住民等に応急仮復旧状況等を周知する。 

・県に応急復旧状況等を連絡する。 

・避難所等に連絡する下水道を優先的に復旧する。 

県、協定市町

村、(地共)日

本下水道事業

団、(一社)地

域環境資源セ

ンター 

県 ・応急復旧計画に基づき、応急復旧を実施、流域下水 流域関連市町
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道施設利用を再開する。 

・仮設用資材調達に努める。 

・地域住民等に市を通じて応急仮復旧状況等を周知す

る。 

・避難所等に連絡する下水道を優先的に復旧する。 

村、(公財)新

潟県下水道公

社、(地共)日

本下水道事業

団、(公社)日

本下水道管路

管理業協会、

(一社)新潟県

下水道維持改

築協会 

(公 財 )新 潟

県 下 水 道 公

社 

・県の指示に基づき、応急復旧に協力、流域下水道施

設利用を再開する。 

・県の指示に基づき、仮設用資材調達に努める。 

本部、支所等 

(公 社 )日 本

下水道協会 

・県、市からの要請に基づき、応急復旧に協力する。 本部、支部等 

(地 共 )日 本

下 水 道 事 業

団 

・県、市からの要請に基づき、応急復旧に協力する。 本部、他県支

部等 

(一 社 )地 域

環 境 資 源 セ

ンター 

・県、市からの要請に基づき、応急復旧に協力する。

（農業集落排水関係） 

本部 

(公 社 )日 本

下 水 道 管 路

管理業協会 

・県、市からの要請に基づき、応急復旧に協力する。 本部、他県支

部等 

(一 社 )新 潟

県 下 水 道 維

持改築協会 

・県、市からの要請に基づき、応急復旧に協力する。  

小 千 谷 市 指

定 排 水 設 備

組合 

・市からの要請に基づき、応急復旧に協力する。  

処理場・ポン

プ 施 設 管 理

受託業者 

・市からの要請に基づき、応急復旧に協力する。 
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(3) 外部応援依頼による対応 

実施主体 対   策 協力依頼先 

市 ・県に支援、応援を依頼する。 

・協定市町村、協定事業者等に外部応援を依頼、

災害対応業務を実施する。 

・応援者の受入れ態勢を作る。 

県 

協定市町村 

協定事業者等 

県 ・協定他県、協定政令市、協定事業者等に外部応

援を依頼、災害対応業務を実施する。 

・応援者の受入れ態勢を作る。 

協定他県 

協定政令市 

協定事業者等 

(4) 本復旧による対応 

実施主体 対   策 協力依頼先 

市 ・災害復旧が速やかに行えるよう、県と連絡調整

を行う。 

・災害査定実施のために調査、準備を行い、災害

査定を受ける。 

・本復旧計画に基づき、下水道等施設等の本復旧

を実施する。 

・地域住民等に本仮復旧状況等を周知する。 

・避難所等に連絡する下水道を優先的に復旧する。 

県、協定市町村、

(地共)日本下水道

事業団、(一社)地

域環境資源センタ

ー 

 

県 ・災害復旧が速やかに行えるよう、市、国と連絡

調整を行う。 

・災害査定実施のために調査、準備を行い、災害

査定を受ける。 

・本復旧計画に基づき、流域下水道施設の本復旧

を実施する。 

・地域住民等に市町村を通じて本仮復旧状況等を

周知する。 

・避難所等に連絡する下水道を優先的に復旧する。 

流域関連市町村、

(公財)新潟県下水

道公社、(地共)日

本下水道事業団、

(一社)地域環境資

源センタ ー、 (公

社 )日本下水道管

路管理業協会、(一

社 )新潟県下水道

維持改築協会 

(公 財 )新 潟

県 下 水 道 公

社 

・県の指示に基づき、本復旧に協力、流域下水道

施設利用を再開する。 

・県の指示に基づき、仮設用資材調達に務める。 

本部、支所等 

(公 社 )日 本

下水道協会 

・県、市からの要請に基づき、本復旧に協力する。 本部、支部等 

(地 共 )日 本

下 水 道 事 業

団 

・県、市からの要請に基づき、本復旧に協力する。 本部、他県支部等 

(一 社 )地 域

環 境 資 源 セ

・県、市からの要請に基づき、本復旧に協力する。

（農業集落排水関係） 

本部 
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ンター 

(公 社 )日 本

下 水 道 管 路

管理業協会 

・県、市からの要請に基づき、本復旧に協力する。 本部、他県支部等 

(一 社 )新 潟

県 下 水 道 維

持改築協会 

・県、市からの要請に基づき、本復旧に協力する。  

小 千 谷 市 指

定 排 水 設 備

組合 

・市からの要請に基づき、本復旧に協力する。  

処理場・ポン

プ 施 設 管 理

受託業者 

・市からの要請に基づき、本復旧に協力する。 

 

 

 

５ 応急対策フロー  

職員及び応援者 

被害箇所現地確認調査    

             業者     小千谷市指定排水設備組合 

・被災現況図作成（リアルタイム）・マンホールポンプ点検（２人１組 班編成） 

・被害状況把握（本部との連携） ・処理場の点検（専門技能者による班編成） 

・道路不通箇所等の把握   （電気、配管、通信、処理施設、建築の各技能者） 

・電力、通信回線の確保     ・管渠被害調査（２人１組 班編成） 

・支援要請と支援者の把握    ・避難所等排水設備調査 

・被害状況の取りまとめ報告   ・被害概算額の取りまとめ 

 

支援要請の決定    支援要請 

  

地震被害復旧対策委員会（災害支援本部） 

  

第一次被害調査 

 

・避難所等排水設備調査  ・ポンプ、処理設備の稼動体制確立 

・災害復旧事業準備    ・一般民家の被災対応 

・応急復旧箇所の地域担当決定、業者地域割り（支援者含む。） 

・応急復旧箇所の復旧方法業者指定（資材調達方法含む。） 

国＝国土交通省・農林水産省 

県＝下水道課・農村環境課・（公財）新

潟県下水道公社 

他自治体支援者 

市＝ガス水道局 

業者   小千谷市指定排水設備組合 

     建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ、管渠調査会社 
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応急復旧工事発注 

  

第二次被害調査 

 

単独復旧箇所発生 

  

災害査定設計 

   

災害査定 

 

 

     ガス水道局 

     建設コンサルタント、管渠調査会社 

 

  

災害復旧事業発注 

 

６ 災害時の組織体制  

(1) 災害発生初期の体制と執務事務分掌 

ア 災害発生初期における執務体制 

(ｱ) 速やかな初期対応を図るため、事務室体制の整備と迅速な執務分掌の系統化を

図る。 

(ｲ) 管内図・下水道竣工図・下水道台帳・住宅明細図等について、電子データを含

めて準備を行う。 

 (ｳ) 即時に現場出動ができるよう無線機、調査器具等の準備を行う。 

イ 災害時事務分掌を別に定め、迅速な対応を図る。 

(2) 緊急災害時通信体制の確立と初期執務内容 

 ア 非常招集した職員及び応援者は、被災地及び被災（被害）状況の把握に努める。 

(ｱ) 被災場所、道路状況及び被災（被害）状況の把握に努める。 

(ｲ) 被害通報及び被害調査資料をもとに、被害箇所の図面作成を行う。ただし、情

報の混乱が予想されることから情報源は明記しておくものとする。 

(ｳ) 現地出動確認は二次災害防止のため、２人１班体制での出動とする。 

 イ 被害状況のとりまとめを行い、上部団体、近隣市町、友誼団体等との連絡体制を

確立し、必要により支援要請を行う。 

  (ｱ) 他市町村の状況及び主要道路、橋梁等の被害状況の把握を行う。 

  (ｲ) 業者及び関連施設への連絡体制の確立と支援要請を行う。 

(ｳ) 出動要請時に稼動可能な人員・バキューム車等の把握と必要数量の把握を行う。 

  (ｴ) 関連施設については受入れの可否、量等の把握を行う。 

     ［関連施設：清流園、長岡浄化センターほか近隣流域浄化センター等］ 

(ｵ) マンホールポンプは、風水害発生時に停電が予想されることから、発電機（含

・第二次調査箇所及び調査方法の決定 

・調査班編成及び調査実施 

・調査結果検討及び復旧方法の検討 

・災害査定箇所の決定 

・単独復旧箇所の決定 

・災害復旧対策委員会（支援本部）の縮小、改編（解散） 

・再調査必要箇所の決定 
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燃料）の確保と輸送準備を行う。 

(ｶ) 使用可能なポンプ及び処理機械設備の代替えの確保と輸送準備を行う。 

 

７ 被害調査の方法  

(1) 被害調査と運転 

ア 被害調査は、電気、配管設備、建築、通信等の専門分野にまたがるので各組合に

対し、マンホールポンプ施設、処理場の調査支援を要請し、調査を行う。 

イ ポンプ及び配管系等、処理槽、電気系統、機械設備等の点検を行い、破損時は代

替機器の手配を行う。 

ウ 試験成績が良好ならば下流状況を確認し運転を行う。 

エ 被災による停電時は復旧見込みを確認し、仮設電力による運転を行う。 

(2) 使用不能な施設の対処 

ア 使用不能な施設にあっては、流入地区に対し、使用停止と仮設トイレを設置し、

その利用を拡大する。 

イ 流入が著しい場合は、バキュームによる汲取りを行い、受入れ可能施設又はスト

ックヤードへの搬送を行う。 

 

８ 下水道施設の応急対策  

(1) 被害調査体制の確立と基本方針 

被害調査は、被害箇所確認・第一次・第二次被害調査の３次に渡る調査を基本とし

て、関係機関の支援を受けて実施する。 

 ア 被害直後は、被害箇所の把握を中心に２人１組で調査を行う。 

   （被害箇所現地確認は３日間を目途に行う。） 

 イ 第一次被害調査は、支援者を含め４人１組の班編成で調査を行う。 

   (ｱ) 管渠調査は、処理区、幹線系統別に地域割を行って調査を実施する。 

  (ｲ) 第一次被害調査は、１０日間を目途とする。 

 ウ 管渠調査の留意点 

  (ｱ) 目視、ミラー等により管渠及びマンホール破損箇所等の調査を行う。 

  (ｲ) 管渠及びマンホール調査 

   ａ 専門家、県及び下水道事業団、公社等の技術者の指導により、支援者を加え

て、管渠及びマンホールの被害状況調査を実施し、被害状況台帳及び図面を作

成する。 

   ｂ 調査時にはカメラを携行し、写真撮影を行う。 

  (ｳ) 河川関係の調査 

    河川からの侵入水を確認した場合は、県と協議の上、必要に応じゲート閉塞を

実施する。 

  (ｴ) 被害調査時の滞留汚水等は処理施設へ搬送することを基本とするが、不可能な

場合はストックヤードに貯留するよう務める。 

(2) 応急対策 

ア 第一次・第二次被害調査（ＴＶカメラ調査等）のため、管渠及び処理施設等の汚
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水及び汚泥等の汲取汚水の搬入先を確保する。 

イ 幹線及び浄化センターが正常の場合は、マンホールより投入するものとするが、

長岡浄化センターと綿密な打合せを行い、了解を得るものとする。 

ウ 浄化センターが処理不能な場合は、清流園又は農集排処理場への搬送をするもの

とする。 

エ 上記がすべて不可能な場合は、他市町村への搬送を要請する。 

  （県及び長岡浄化センターと協議の後、他市町村へ要請する。） 

   この際、道路状況等慎重な把握を要する。 

 オ 調査結果をもとに応急復旧箇所等を決定する。 

 カ 応急復旧必要箇所は、支援業者による復旧を行う。 

(3) 被災施設の対応 

ア 被災管路住民に対し、使用停止の広報を行うとともに、仮設トイレを設置する。 

イ 被災箇所での汚水流出がある場合は、バキュームあるいは仮設排水工事を実施す

る。 

ウ 仮設排水工事を行う必要が確認された場合は、汚水ポンプ、非常用発電機、ホー

ス等の必要資材をできるだけ早く手配し、施工業者と連携を密にしながら応急仮復

旧工事を実施する。 

 

９ 下水道施設の復旧計画  

市は必要により上部団体、専門家と「下水道災害復旧対策委員会」を組織し、仮復旧

及び本復旧の検討を行い、適切な復旧基本計画、支援計画等を作成する。ただし、上部

機関による支援本部が設置された時は、その指示に従う。 

(1) 第二次被害調査は、災害査定のため、ＴＶカメラにより被災箇所特定と被災資料作

成の撮影を行う。 

 ア 撮影資料をもとに査定設計書を作成する。 

 イ 災害査定後、必要箇所は再度ＴＶカメラ調査を実施する。 

(ｱ) 冬季間は降雪、交通手段確保等を勘案して作業時間を決定する。 

(ｲ) 被害状況により連絡体制、交通手段を検討する。 

(ｳ) 無線及びカメラを携帯する。 

  （保有台数が少ないため、支援団体から借用をする。） 

(2) 復旧計画の策定 

 ア 市及び下水道地震災害復旧対策委員会は、できるだけ速やかに災害復旧計画を策

定する。 

 イ 第一次及び第二次被害調査に基づき応急復旧箇所を選定し、地震災害復旧計画に

基づき復旧体制を確立する。 

 ウ 応急復旧範囲（箇所）の確認を行い、支援（他市町村工事業者等）要請員数を把

握し、支援要請を行う。 

 エ 応急復旧工事は、支援グループごとに工事区間（箇所）を調整して工事を実施す

る。 

(3) 支援者宿泊所等の手配 
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  市内宿泊所及び近隣市町の宿泊所の割当てを行う。 

  ［宿泊先・宿泊可能人員数・設備利用可能状況等を事前確認する。］ 

(4) 災害査定と本復旧 

 ア 準備 

下水道災害復旧事業の災害査定に向け、被災状況及び写真の整理を行い、ＴＶカ

メラ検査必要箇所及び延長を決定する。 

イ 災害査定路線にＴＶカメラ導入検査を実施する。 

  専門家（業者）に管渠のＴＶカメラ検査を委託実施する。 

  （ＴＶカメラ保有業者の確保・手配） 

 ウ 災害査定計画 

(ｱ) 下水道地震災害復旧対策委員会の指示のもとに災害査定設計を進める。 

(ｲ) 被害状況詳細写真及びＴＶカメラ資料の整理を行い、災害査定準備を進める。 

  エ 災害査定 

  災害指定がなされたときは、国県の指導により査定を受ける。 

  オ 本復旧工事体制の確立 

(ｱ) 査定設計及び災害査定と並行しながら、単独復旧路線の工事発注を行う。 

   (ｲ) 災害認定路線は早期に事業着手できるよう準備を進める。 

  カ 下水道災害復旧対策委員会の解散 

  災害査定の完了をもって下水道災害復旧対策委員会を解散する。 

 

10 緊急時の仮設資機材等の確保、備蓄物資の配置計画等 

(1) 緊急時の仮設資機材等については、自ら確保に努めるほか、市排水設備等指定工事

店、処理場・ポンプ施設管理受託業者、近隣市町・業者等に要請して確保する。 

(2) 備蓄物資は自ら管理する農集排処理場等に保管するほか、その他の市施設、市排水

設備等指定工事店、処理場・ポンプ施設管理受託業者に要請して配置する。 

(3) 仮設資機材、備蓄物資のリストを作成しておく。 
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第３７節 工業用水道施設応急対策 

 

【災害対策本部担当部】 ガス水道部  

 

１ 計画の方針  

○ 基本方針 

市は、風水害が発生した場合の産業に与える影響を考慮し、施設の早期復旧を図る。 

復旧に当たっては、被害状況を把握して二次災害の防止を最優先とし、次に生産用

水確保に向けて、順次施設を復旧することとする。なお、この節に定めるほかは、前

節「給水・上水道施設応急対策」に準じる。 

 

２ 業務の内容  

(1) 応急対策 

風水害発生後直ちに、別に定める非常招集系統により職員を招集し、被害状況を把

握し応急復旧措置を円滑、適切に行うため、対策本部を設置し、災害対策事務分掌に

より応急作業を迅速的確に実施する。 

ア 被害状況の把握 

風水害発生後速やかに、パトロールの実施等により情報収集を行い、施設の運転

状況及び被害状況を的確に把握する。 

イ 応急措置 

被害状況の把握により、応急措置が必要と判断される場合は、直ちに給水停

止等の適切な措置を講じ、被害の拡大防止を最優先に図る。 

(2) 復旧計画 

   水源（取水）施設、導水施設、浄水施設等基幹施設の復旧を最優先し、次いで主要

需要家に至る送配水管、給水装置を復旧する。 

(3) 広域応援体制 

ア 協力会社と連絡を密にし、災害時における応急復旧体制を確立し、必要があると

きは、市外の水道工事業者等に応援、協力を求める。 

  イ 協力会社、水道資機材取扱業者及び防災関係機関に、応急復旧活動の協力を求め

る。 

(4) 需要家への連絡等 

   施設が被災した場合は、速やかに施設の点検を行い、被害状況を把握し、復旧の見

通しについて需要家に連絡し、復旧計画について協議する。 

   なお、上水道施設が被災し、速やかな給水活動等に支障が生じた場合は、工業用水

の飲料及び生活用水としての利用について、需要家と協議する。 
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第３８節 危険物等施設の応急対策 

 

【災害対策本部担当部】 ○消防救急部、危機管理部、情報財政部 

 

１ 計画の方針 

○ 基本方針 

(1) 各主体の責務 

ア 事業者等 

風水害による被害を最小限にくい止めるとともに、施設の従業員及び周辺住民に

対する危害防止のため、関係機関及び関係事業所の協力を得て被害の拡大防止を図

る。 

イ 消防本部等 

  風水害による危険物等施設の被害状況を把握し、関係事業所等と協力して被害

の拡大防止を図る。 

ウ 市 

  危険物等施設の被害状況について効率的な広報を実施するとともに、危険物等

により住民の生命及び身体を保護するために必要と認められる場合は、避難指示

を行う。 

エ 県 

風水害による危険物等施設の被害状況を把握するとともに、関係機関と連絡調

整を行い、市に対し、危険物等施設の被害状況の周知及び危険物等により住民の

生命及び身体を保護するために必要と認められる場合の的確な避難誘導を要請す

る。 

(2) 達成目標 

 風水害による被害を最小限にくい止め、危険物施設、火薬類貯蔵施設、高圧ガス

施設、毒物劇物貯蔵施設、有害物質取扱施設、放射性物質施設等の損傷による二次

災害を防止する。 

(3) 要配慮者に対する配慮 

   危険物等施設に災害が発生し又はそのおそれがある場合には、あらかじめ要配慮

者の避難等を実施する。 

(4) 積雪期における対応 

積雪期の風水害における危険物災害は、危険物の漏えい等の発見の困難が予想され

ることから、施設の関係者及び取扱者は、早期に点検を実施するとともに、被害状況

を調査し、災害による被害を最小限にくい止め周辺住民に対する危険防止を図るため、

関係機関は相互に協力し、これらの施設の被害を軽減するための対策を確立しておく。 
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２ 情報の流れ 

 (1) 被災地から 

  ア 危険物施設 

情報発信者 → 情報受信者  主な情報内容 

災害発生事業所 消防本部 

 

災害の種類、危険物等の種類、人的被害状

況、被害拡大見込等   

消防本部 市 

県 

県警察等 

災害の種類、危険物等の種類、人的被害状

況、被害の拡大見込等 

県 防災関係機関 災害の種類、危険物等の種類、人的被害状

況、被害の拡大見込等 

  イ 火薬類、高圧ガス、毒物劇物、有害物質等の危険物品の取扱施設 

情報発信者 → 情報受信者 主な情報内容 

災害発生事業所 

 

 

市 

消防本部 

県 

県警察等 

災害の種類、危険物等の種類、人的被害状

況、被害の拡大見込等 

県 防災関係機関 

・関東東北産業

保安監督部東

北支部 

・北陸地方整備

局等 

災害の種類、危険物等の種類、人的被害状

況、被害の拡大見込等 

 

 (2) 被災地へ 

  ア 危険物施設 

  情報発信者 → 情報受信者    主な情報内容 

防災関係機関 県 防災資機材の調達可能量等 

県 市 

消防本部 

・関係機関等との連絡調整事項、防災資機材

の調達状況、緊急消防援助隊の派遣状況等 

・災害広報及び避難誘導の要請 

消防本部 災害発生事業所 関係機関等との連絡調整事項、防災資機材の

調達状況等 

  イ 火薬類、高圧ガス、毒物劇物、有害物質等の危険物品の取扱施設 

  情報発信者 → 情報受信者    主な情報内容 

防災関係機関 県 防災資機材の調達可能量等 

県 市 

災害発生事業所 

・災害広報及び避難誘導の要請 

・関係機関等との連絡調整事項、防災資機材

の調達状況等 
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３ 業務の体系  

(1) 事業所における業務の体系 

  ☆風水害発生  

直後          初動体制の確立  

 

               自主防災活動  

 

漏えい・火災等発生なし    漏えい・火災等が発生  

 

 関係機関への通報   

 

消防機関等の消火活動  

 

                      沈  静  化    

 

関係機関への連絡  

 (2) 県・市における業務の体系 

 

 

４ 業務の内容 

 (1) 風水害発生時の共通の応急対応 

実施主体       対      策 協力依頼先 

事業所 ・風水害発生時には直ちに応急点検を実施する。 

・風水害により被害を受けた場合、消防、県警察

消防本部 

県警察 

環境調査

応急対策
・災害広報
・避難指示等 

消火活動等
・避難・誘導
・負傷者救出
・災害防ぎょ

連絡調整

・防災対策の
 総合調整
・助言・指導
・災害広報

県

災害対策本部 災害対策本部
 

消防本部

出動

市

沈静化

助言・指導

国の防災機関

事業所から通報
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等関係機関及び隣接事業所に事故状況を伝達する

等、速やかに連絡体制を確保し、協力体制を確立

する。 

・風水害により被害を受けた場合、必要に応じ

て、危険物等の取扱作業の停止、装置等の緊急停

止を行う。 

・危険物等施設の損傷等異常が発見されたとき

は、補修、危険物等の除去等適切な措置を講じ

る。 

・危険物等による災害が発生した場合は、消火

剤、オイルフェンス、吸着剤、油処理剤等を活用

し、現状に応じた初期消火や流出防止措置を行

う。 

隣接事業所 

市 

 

 

 

・危険物等施設の被害状況について効率的な広報

を実施するとともに、危険物等により住民の生命

及び身体を保護するために必要と認められる場合

は、避難指示を行う。 

 

 

 

 

消防本部 

 

・事業所等の被害状況を把握し、県等の関係機関

に通報するとともに、小千谷市消防計画に基づき

防ぎょ活動を実施する。 

 

県 ・消防本部等から被害状況を把握し、防災関係機

関等と連絡調整を行い、市に対し、危険物等施設

の被害状況の周知及び危険物等により住民の生命

及び身体を保護するために必要と認められる場合

の的確な避難誘導を要請する。 

 

(2) 風水害発生時の個別対応 

実施主体       対      策 協力依頼先 

火 薬 類 取 扱

事業所 

 

 

 

高 圧 ガ ス 取

扱事業所 

 

 

 

 

 

・災害により火薬類が危険な状態になり又はその

おそれがある場合は、速やかにこれを安全な場所

に移し、見張人をつけて関係者以外の者が近づく

ことを禁止する等安全な措置を講じる。 

・高圧ガス施設、設備、販売施設等を巡回し、ガ

ス漏えい検知器等による調査点検を行い、火災や

ガス漏えい等への対応を図るとともに、県等への

通報、高圧ガス関係団体へ応援依頼等連絡を行

う。また、高圧ガス販売事業所は、この他に販売

先の一般消費者消費設備について速やかに被害状

況調査を行う。 

・有害物質取扱施設、設備等からの大気への排

消防本部 

警察 

隣接事業所 

関係団体 
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有 害 物 質 取

扱事業所 

 

 

 

放 射 線 施 設

等の管理者 

出、公共用水域への流出、地下への浸透の有無を

確認し、流出等の拡大防止を図るとともに、県等

への通報、周辺住民への避難指示（緊急）、被害

状況調査を行う。 

・放射線の漏えいの発生又はそのおそれがある場

合は、放射線発生装置の電源を遮断し、周辺を危

険区域に設定し、関係者以外の者の立入りを禁止

するとともに、放射線被害を受けた者又はそのお

それのある者がある場合は、速やかに救出し、付

近にいる者に対し避難するよう指示する。 

市 ・知事が許可した危険物施設等について、災害が

発生するおそれがあると認められるときは、当該

施設等の管理者等に対し、当該施設等の使用の一

時停止を命じ、又はその使用を制限する。 

・毒物劇物貯蔵施設について、保健衛生上の危害

が生ずるおそれがあると認められるときは、当該

毒物劇物貯蔵施設の管理者等に対し、毒物劇物の

回収又は毒性の除去等の必要な措置を講じること

を命じる。 

・有害物質取扱施設等について、人の健康の保護

及び生活環境を保全することに支障が生ずるおそ

れがあると認められるときは、当該施設等の管理

者等に対し、当該施設等の使用の一時停止を命

じ、又はその使用を制限する。 

 

消防本部 ・危険物施設について、災害が発生するおそれが

あると認められるときは、消防法の規定に基づき

当該施設等の管理者等に対し、当該施設等の使用

の一時停止を命じ、又はその使用を制限する。 

 

高圧ガス 

関係協会 

・高圧ガス取扱事業所等の被害情報収集、整理及

び防災機関、高圧ガス取扱事業所等からの応援要

請に対応する。 

 

(3) 危険物等流出及び火災発生時の応急対応 

実施主体       対      策 協力依頼先 

市民 ・危険物等の流出及び火災発生を発見した場合

は、速やかに市又は消防本部、県警察等の関係機

関に通報連絡する。 

 

事業所 ・関係機関と密接な連絡を保つとともに、防除対

策を迅速、的確に実施する。 
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市 

 

 

 

・付近住民等に対する火気使用の制限、避難指示

等の必要な措置を講じる。 

・飲料水汚染の可能性がある場合は、直ちに取水

制限等の措置を講じる。 

 

消防本部 

 

 

・小千谷市消防計画に基づき災害の拡大防止と迅

速かつ適切な処理を図り、総合的な防除対策を推

進する。 

 

国及び県 ・飲料水汚染の可能性がある場合は、水道事業者

に直ちに連絡し、取水制限等の措置を要請する。 

・有害物質が流出した場合は、人の健康の保護及

び生活環境に係る被害防止の観点から環境調査を

実施する。 

 

(4) 住民等に対する広報対応 

実施主体       対      策 協力依頼先 

事業所 ・地域住民の安全を確保するため、速やかに災害

の発生を広報し、避難誘導等適切な措置を講じる

とともに、関係機関に住民への広報や避難誘導等

の協力を求める。 

県 

市 

消防本部 

事業所 

市 及 び 消 防

本部 

・災害が発生し、又は発生のおそれがあるとき

は、直ちに付近住民に災害の状況や避難の必要性

などについて、広報車及び緊急告知ラジオ等によ

り広報するとともに、県及び報道機関の協力を得

て周知の徹底を図る。 

 

県 ・関係機関と連絡を密にして、災害の状況、避難

の必要性等について広報するとともに、ラジオ・

テレビ放送等の報道機関の協力を得て周知の徹底

を図る。 
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第３９節 道路・橋梁・トンネル応急対策 

 

【災害対策本部担当部】 ○建設部、農林部  

 

１ 計画の方針  

○ 基本方針 

風水害発生時における道路機能の確保は、発生直後の救急活動や火災等の二次災害

への対処、水・食料等の緊急物資の輸送等その意義は極めて重要である。 

道路を管理する関係機関や団体は、施設の被害状況の把握及び応急復旧を迅速かつ的

確に行い、道路機能を確保する。 

 

２ 情報の流れ  

(1) 被災地から 

 

 

(2) 被災地へ 

 

 

 

 

３ 業務の体系  

応急対策は、災害発生後の二次災害の発生防止と民生の安定を図ることを目的とし、

早期の段階において危険箇所の応急対策及び復旧対策を行うものとする。 

 

被災情報 

 

 

 

    広 報 

 

 

 

 

応急対策・復旧対策指示 

 

 

情報発信者 → 情報受信者 主な情報内容 

道路パトロール 

道路管理者 市災害対策本部 
被害の場所、状況、集落

孤立等の社会的影響等 
地域の建設業者等 

市  民 

情報発信者 → 情報受信者 主な情報内容 

市災害対策本部 道路管理者 
関係機関 被災状況、復旧見込み 

地域住民 道路情報 

市災害対策 

本   部 

建設部 

 

市 

 

 

民 

依頼・報告 
長 岡 地 域 振 興

局地域整備部 

小 千 谷 維 持 管

理事務所 

県 

長 岡 国 道 事 務 所 

小 千 谷 警 察 署 

小 千 谷 市 消 防 本 部 

小 千 谷 市 消 防 団 建設業協会 占 有 者 
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４ 道路・橋梁・トンネル等応急対策計画  

(1) 基本方針 

道路管理者は、緊急輸送ネットワーク指定路線の状況を早急に把握するとともに道

路利用者の安全確保、周辺住民の避難等の円滑化、ライフライン施設の早期復旧も勘

案し、その管理する道路について応急対策等を迅速かつ的確に行う。 

(2) 応急対策 

ア 被害状況の把握及び施設点検 

風水害等が発生した場合は、橋梁・トンネル等の主要な構造物、異常気象時にお

ける事前通行規制区間、土砂崩壊・落石等の危険箇所等の緊急点検を行う。 

また、消防防災ヘリコプター等の活用により被害状況の把握の迅速化を図るとと

もに、協定業者及び道路情報モニター等からの道路情報を収集する。 

イ 緊急措置及び緊急通行機能の確保 

緊急点検に基づき、交通規制等の緊急措置を実施するとともに、緊急通行車両等

の通行のために道路啓開を実施し、原則として２車線を確保する。 

(ｱ) 緊急の措置等 

道路利用者の安全確保を図るため、被害箇所・区間において関係機関と連携を

図りつつ、必要に応じて交通規制等の緊急措置を講じる。また、必要に応じて迂

回路の選定、その誘導等の措置を関係機関と調整し、交通路の確保に努めるとと

もに、道路の状況について広報に努める。 

(ｲ) 道路啓開 

ａ 関係機関との調整を図りつつ路上障害物の除去や簡易な応急復旧作業によ

り道路啓開を行う。 

ｂ 道路啓開は、可能な限り迅速に行い、原則として２車線の通行を確保する。

被害の状況によりやむを得ない場合は、部分的に１車線とするが、この場合に

は危険を回避するため、誘導員及び監視員を置き、徐行誘導等を行う。 

ｃ 道路上の障害物の除去について、道路管理者、県警察、消防機関及び自衛隊

災害派遣部隊等は、状況に応じ協力して必要な措置をとる。 

(ｳ) 防災活動拠点等とのアクセスの確保 

上記の緊急の措置及び道路啓開等に当たっては、防災活動拠点、輸送拠点、防

災備蓄拠点及びその他公共施設とのアクセス道路の機能確保を優先して行うと

ともに、各道路管理者は連携しつつ、協力・支援等を行う。 

ウ 応急復旧 

(ｱ) 応急復旧工事は、道路啓開の後に、施設の重要度・被災状況等を検討し、迅速

かつ的確に順次実施する。 

(ｲ) 道路管理者は、建設業協会との間の応援協定に基づき、障害物の除去、応急復

旧等に必要な人員、資機材等の確保に努める。 

(ｳ) 応援、協力要請 

応援対策実施責任者が所管の資機材又は労力をもってしても応急対策が実施

できないときは、実施責任者相互において融通、調達、あっせん等の手段を講じ

る。 
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なお、相互の応援協力要請を行う場合は、資機材の種類及び数量、職種別人員

機関、場所、作業内容及びその他の参考事項を明示して行う。 

(ｴ) 防災機関等への連絡 

道路管理者は、風水害による道路の被害状況、措置状況の情報を、復旧見込み

状況を、各防災関機関へ速やかに連絡する。 

(ｵ) 交通規制 

風水害発生と同時に小千谷警察署と協力して交通規制を行い、ラジオ、標識、

情報板、看板及び道路管理者所有パトロールカー等により、通行者に対し道路情

報等を提供する。 

(ｶ) 占用施設 

上下水道、電気、ガス、電話等道路占用施設に被害が生じた場合は、当該施設

管理者は道路管理者に通報する。緊急時には現場付近の立入禁止、避難の誘導、

周知等住民の安全確保のための措置をとった後、速やかに道路管理者に連絡する

とともに応急復旧を実施する。 

また、道路管理者は、必要に応じて協力、支援等を行う。 

 

５ 基幹農道、主要林道及び橋梁施設応急対策 

市は、特に集落との連絡農道及び林道についてその交通を確保するため、被災状況、

障害物の状況等を調査し、緊急度に応じて応急復旧作業及び障害物の除去等について、

各集落等と連携を図り応急復旧、障害物除去を行い交通の確保に努める。 

農道及び林道の管理者は、各々の農道・林道の被災状況、障害物等を調査し、その結

果を県、市及び関係機関等に通報するとともに、通行が危険な箇所については通行禁止

等の措置を講じる。 

 

６ 交通安全施設応急対策  

交通安全施設は、交通安全対策上特に重要な施設であることから、市は管理者である

公安委員会と連携を図りながら早期に応急復旧対策の実施を図り、その機能回復を図る。 

 

７ 市民に対する広報  

道路及び橋梁の被災程度により、市は各道路管理者と連携のもと市民の安全の確保、

民生の安定及び迅速かつ円滑な災害応急復旧対策を実施するため、次に掲げる事項に関

し適時適切な広報活動を実施する。 

(1) 施設の全般的状況（被害及び施設の機能状況） 

(2) 施設利用者の危険防止及び理解と協力を求めるのに必要な事項 

(3) 緊急交通路の状況、復旧の見通しなどに関する事項 

(4) その他本部の活動に関して広報を行う必要がある事項 

 

８ 積雪期の対応  

各防災関係機関の実施する応急対策に伴う輸送の増大に対処するため、各道路管理者

相互の緊密な連携の下に除雪体制を強化し、次に掲げる応急対策により道路交通を確保
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する。 

(1) 被災状況の把握及び施設点検 

施設の被害状況が通常の場合と比較して、雪の下や凍結で十分に点検できないこと

も想定されるので、事前に調査した危険箇所等を考慮して、効率的な現場点検を行い、

速やかに被災状況を報告する。 

(2) 緊急措置及び応急復旧 

積雪時においては、雪崩の発生及びそれに伴う河川の堰止めとその後の決壊による

下流への被害など特有の被害が想定されるため、被災状況、気象情報等を十分把握し

的確かつ迅速な緊急措置及び応急復旧活動を実施する。 

雪崩災害が発生した場合は、避難所、避難路の確保及び孤立集落を解消するため、

優先して除雪を行う。 

 

９ 他の道路管理者等との相互協力 

(1) 道路管理者は、災害により道路が損壊した場合は、必要な交通の確保のため、県及

び北陸地方整備局（長岡国道事務所）と道路復旧についての情報交換及び必要な資機

材の確保等で協力し合うよう努める。 

(2) 道路管理者は、周辺市町と緊急輸送道路の応急復旧に合わせた道路の応急復旧が行

われるよう情報交換等を行う。 

(3) 道路管理者は、鉄道事業者等と道路の応急復旧に合わせた施設の応急復旧が行われ

るよう情報交換等を行う。 
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第４０節 土砂災害・斜面災害応急対策 

 

【災害対策本部担当部】○建設部、農林部  

 

１ 計画の方針  

○  基本方針 

   治山、砂防等の管理者は、風水害時は施設の損壊箇所の機能確保を図るための応急

体制を執るとともに、関係機関の緊密な連携の下に災害の拡大や二次災害を防止する

ため、迅速、的確な応急対策を実施する。  

 (1) 各主体の責務  

 ア 市民 

    治山・砂防施設の被災、土砂災害やその前兆現象等（以下「土砂災害等」という｡）

を確認したときは、遅滞なく市、警察署等へ連絡する。  

    また、身体の危険を感じた場合は、自主的に避難を行う。  

  イ 市 

    住民等から土砂災害等の通報を受けたとき又はパトロール等により土砂災害等を

確認したときは、県及び関係機関へ連絡する。また、住民に被害が及ぶおそれがあ

る場合は、住民に対する避難誘導情報の発令、避難のための勧告、指示及び避難誘

導等を実施する。  

  ウ 県 

    県は、土砂災害等の被害拡大や二次災害を防止するための応急体制を整備すると

ともに、市及び関係機関と迅速かつ的確な情報の共有化を図り、応急対策を実施す

る。 

(2) 要配慮者に対する配慮  

  ア 市は、土砂災害等により、主として要配慮者が利用する施設に被害が及ぶおそれ

がある場合は、施設管理者、地域の自主防災組織、地区振興会、町内会等と連携し、

迅速かつ的確な避難情報等を伝達し避難支援活動を行う。  

  イ 県は、必要な情報を伝達するなど、市の警戒避難体制の整備に関し支援する。  

 

２ 情報の流れ  

(1) 被災地から 

情報発信者  → 情報受信者  主な情報内容  

市民、警察、消防  市 被害情報、危険箇所等の情報  

市  県 被害情報、危険箇所等の情報、避難情報  

県・市  事業所等  調査・応急対策工事指示  

県  国 被害情報危険箇所等の情報  
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(2) 被災地へ 

情報発信者  → 情報受信者  主な情報内容  

県・国 市 

防災情報  

調査結果  

応急対策工事の実施状況  

土砂災害緊急情報  

市  市民・警察、消防  

防災情報  

調査結果  

応急対策工事の実施状況  

避難指示等 

 

３ 業務の体系  

◎土砂災害の発生  

（土砂災害等の調査）      （応急対策工事）      （避難等）  

 

           

               

                             ・関係機関等への連絡  

                             ・避難指示等 

 

４ 業務の内容  

  風水害直後の対策として各所管施設の必要とする機能の確保を目的とし、二次災害防

止等の観点から応急対策を実施する。  

 (1) 点検 

各施設管理者は、風水害等による被害の実態を把握して、応急活動の円滑を期する

ため、それぞれの管理する施設等の点検を行い、被災状況を迅速かつ的確に把握して

関係機関との協力体制を確立する。また、市民等からの連絡又はパトロール等により

土砂災害等を確認した場合も同様に対応する。  

 (2) 応急対策 

点検において異常や被災が確認された施設については、二次災害防止等の観点から

その危険の程度を調査して、関係機関等及び小千谷市建設業協会と緊密な連携の下に

人的な被害を拡大させないよう、各施設管理者は次に記す施設別に適切な措置を講じ

る。 

ア 林道・治山施設  

(ｱ) 被害状況の把握  

ａ 市、長岡地域振興局農林振興部等は、森林組合等と相互に連携し、林道・治

山施設の被害状況を把握するとともに、長岡地域振興局農林振興部を通じ県農

林水産部に報告する。  

ｂ 県農林水産部は、林道・治山施設の被害状況を把握するとともに、応急対策

の総合的な調整を行う。  

 

被 災 概 要 調 査  

被害拡大の可能

性 

被 災 詳 細 調 査  工事の実施 

緊急措置 

低い 

高い 
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(ｲ) 応急対策 

ａ 県は、施設被害の復旧に急を要する場合は、災害査定前着工の申請手続の指

示及び指導を行う。  

    ｂ 市、県及び森林組合等は、林道・治山施設の被害状況に応じ、次の応急措置

を講じる。  

     (a) 山腹崩壊、地滑り、治山施設等の被害により、人家、道路施設等に直接被

害を与え、又は与えるおそれがある場合は、警察、消防機関等の協力を得て、

迅速的な住民避難及び交通規制等の措置（広報対策を含む｡）を講じる。  

     (b) 地滑り又は亀裂が生じた場合は、シートで覆うなどその拡大防止 

     (c) 倒木被害（人家、道路）が発生した場合は、住民の協力を得て速やかな除

去 

     (d) 林道の通行に危険があると認めたときは、通行止等の措置  

   (ｳ) 長岡地域振興局農林振興部は、応急対策実施後も被災地の巡回パトロールを実

施し、現地情報を的確に把握するとともに、必要に応じて市に対し危険防止等の

助言を行う。  

イ 地すべり防止施設  

   (ｱ) 危険区域に位置する人家集落及び関係機関への連絡、通報  

     風水害を原因として発生する地すべりにより、下方の人家集落及び道路等に危

険が及ぶと思われる場合は、関係者及び関係機関に通報し、安全の確保に努める。 

   (ｲ) 警戒避難の助言  

     地すべりが進行し、下方の人家集落に危険が及ぶと推察される場合は、県警察、

消防団等関係者への警戒避難等必要な措置の助言を行う。  

   (ｳ) 危険物、障害物等の除去及び増破防止工事の実施  

     地すべりが発生した地域に危険物や障害物が存在する場合は、地すべりが進行

して危険な状態になる前にこれらを除去し、地すべりの進行を抑えるための増破

防止工事を実施する。  

   (ｪ) 被災他の巡視等危険防止のための監視  

     風水害により地すべりが発生した場合やその兆候が見られる時は、巡回パトロ

ール等を行い、時間の経過に伴う状況の推移を監視する。  

   (ｵ) その他地すべり防止施設の管理に関する事項の調整  

     その他地すべり防止施設の管理に関する事項の調整は、国、県、市が協議して

行う。 

ウ 急傾斜地崩壊防止施設  

   (ｱ) 危険箇所に存在する人家、集落及び関係機関への連絡、通報  

     風水害等により急傾斜地崩壊防止施設等に被害を生じたり、そのおそれが生じ

た場合には、危険な箇所に存在する人家集落並びに道路管理者等関係機関への連

絡、通報を行う。  

   (ｲ) 警戒避難の助言  

     風水害等により急傾斜地崩壊防止施設等に被害を生じ拡大するおそれがある場

合は、被害の程度及び状況の推移に応じて県警察、消防団等関係者への警戒避難
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等に関する助言を行う。  

   (ｳ) 被災地域の巡視等危険防止のための監視  

     急傾料地での崩壊や急傾料地崩壊防止施設で被害を受けた場合には、被災地域

での二次的被害の発生を防止するため、巡回パトロールや要員の配置等により危

険防止のための監視を行う。  

   (ｪ) 急傾斜地崩壊防止施設の管理に関する事項の調整  

     風水害等によって発生する急傾斜地での崩壊や急傾斜地崩壊防止施設の被害に

ついて、近接する公共施設等管理者との対策をはじめとした、急傾斜地崩壊防止

施設の管理にかかわる事項について調整を行う。  

エ 砂防施設 

(ｱ) 砂防施設下流の人家集落及び関係機関への連絡、通報  

大量の降雨があった場合は、出水で土砂の異常流出等が生じやすくなるため、

その被災程度を砂防施設下流の人家集落並びに市及び関係機関へ連絡通報し、注

意を促す。  

(ｲ) 被災地域の巡視等危険防止のための監視  

大量の降雨があった場合は、その被害の程度に応じて巡回パトロール等を行う

とともに地元住民を通して河川の濁りの変化や水量の変化等に注意をはらって、

二次災害等に対する危険防止のための監視を行う。  

(ｳ) 砂防施設の管理に関する事項の調整  

砂防施設の管理に関する事項については、風水害によって被害を受けた砂防施

設と関連する他の所管施設との管理にかかわる調整及び市との協議等事項の調

整を行う。  

(3) 応急工事 

応急工事は、被害の拡大防止に重点を置いて、各施設管理者は被害の状況、本復旧

までの工期、施行規模、資材及び機械の有無を考慮して、応急工事として適切な工法

により実施する。  

 

５ 市民に対する広報  

砂防施設、地すべり防止施設等は被災の程度により、市民の生命及び財産に重大な影

響を及ぼすことが予想されるため、市は各施設管理者と連携のもと住民の安全の確保、

民心の安定を図り、迅速かつ円滑な災害応急復旧対策を実施するため、広報車等により

広報活動を実施する。また市は、住民に被害が及ぶおそれがある場合は住民に対し、避

難のための勧告、指示及び避難誘導等を実施する。  

 

６ 積雪期の対応  

(1) 市は、避難時の移動の困難を考慮し地域の消防団、自主防災組織、地区振興会、町

内会等と連携し、避難支援活動を行うとともに、除雪委託業者、小千谷市建設業協会

と連携し、除雪や障害物の除去を実施する。  

(2) 県は、必要な情報を伝達するなど、市の警戒避難体制等の整備に関し支援する。  
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第４１節 河川の応急対策 

 

【災害対策本部担当部】  建設部  

 

１ 計画の方針  

○  基本方針 

河川管理者は、風水害時は施設の損壊箇所の機能確保を図るための応急体制を執る

とともに、関係機関の緊密な連携の下に災害の拡大や二次災害を防止するため、迅速、

的確な応急対策を実施する。  

各主体の責務  

ア 市民 

河川の被災を確認したときは、遅滞なく市、県、消防機関、警察署へ連絡する。 

イ 市 

住民等から河川の被災の通報を受けたとき又はパトロール等により河川の被災

を確認したときは、県へ連絡する。  

また、河川の被災により住民に被害が及ぶおそれがある場合は、住民の安全を確

保するため、避難のための勧告、指示及び避難誘導等を実施する。  

ウ 県・国 

県・国は、風水害による河川の損壊箇所の機能確保を図るための応急体制を整え

るとともに災害の拡大や二次災害を防止するため、迅速かつ的確な応急対策を実施

する。  

 

２ 情報の流れ  

(1) 被災地から 

情報発信者  → 情報受信者  主な情報内容  

市民、県警察、消防  市 施設被災の通報  

市  県 詳細な施設被災情報  

県  

協定先機関  被災点検、応急対策調査及び応急工事指示  

国 点検実施状況、点検結果（被災状況）、緊急

復旧情報  

(2) 被災地へ 

情報発信者  → 情報受信者  主な情報内容  

県  市、県警察、消防  
施設被害の規模と状況の推移、応急工事の

状況報告  

市  
市民、県警察、消

防 

施設被害の規模と状況の推移、応急工事の

状況報告  

避難指示等の発令  
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３ 業務の体系  

★風水害発生  

            ・被災の有無、大小、位置等を目視確認  

 

        被害拡大の可能性有り  

                     

                    ・関係者、関係機関への連絡通報  

                    ・立入禁止、避難誘導、応急工事等の措置  

           ・構造物の安全性、施設の利用可能性を詳細に把握     

                                   

                                 

 

 

（被害なし）     （被害小）     （被害大）  

 

 

 

 

 

 

 

４ 応急対策  

応急対策は、風水害直後の対策として各所管施設の必要とする機能の確保を目的とし、

二次災害防止等の観点から次の応急対策を実施する。  

（○河川関係重要水防箇所、水防上危険な構造物  ······· 資料編参照） 

(1) 点検 

風水害が発生した場合、各施設管理者は、風水害による被害の実態を把握して、応

急活動の円滑を期するため、それぞれの管理する施設等の点検を行い、被災状況を迅

速かつ的確に把握して関係機関との協力体制を確立する。  

(2) 応急対策 

施設管理者は、点検において異常や被災が確認された施設について二次災害防止等

の観点からその危険の程度を調査して、関係機関等及び小千谷市建設業協会と密接な

連絡のもとに人的な被害を拡大させないよう、次のとおり適切な措置を講じる。  

ア 堤防等河川構造物の損傷箇所の応急措置の実施  

堤防等河川構造物や頭首工、排水機場等の河川に関連する施設の損傷は、大量降

雨による出水で破堤等重大な災害につながるおそれがあるため、点検や調査で異常

が確認された場所については、資材や施工規模を考えて応急措置を実施する。  

イ 低標高地域の浸水対策の実施  

低標高地域では浸水が長期化しやすく復旧工事等災害支援の障害ともなるため、

浸水の原因となっている箇所の応急復旧と可搬式ポンプや稼動可能な排水機場施

被 災 概 要 調 査  

被 災 点 検 調 査  

被 災 判 定

被 災 詳 細 調 査  

応急措置 

原形復旧 原形復旧 

施設の機能復旧・供用再開  

公共土木施設災害復旧事業  
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設を利用した浸水対策を実施する。  

ウ 浸水被害の拡大防止と浸水を原因とする事故等の発生防止対策の実施  

民生安定の観点から、浸水被害が拡大するおそれがある地域については、その原

因となる箇所の締切り工事を行うとともに、危険な箇所は、人的な事故の発生を防

止するため立入り禁止等の必要な措置を実施する。  

エ 許可工作物の損傷等に関する指導及び助言  

許可工作物の損傷の復旧等については、風水害を受けた地域の早急な復旧・復興

を期するため、施設占用者に道切な指導及び助言を行う。  

頭首工等河川の流水の利用を目的とする施設は、堤防や周辺構造物に与える影響

が大きいため、風水害により被災した施設のある施設管理者は、速やかに応急的措

置を行うとともに、河川管理者及び周辺施設の管理者と協議を行って二次的な災害

の発生につながらないよう努める。  

オ 危険物、油流出等事故対策の実施  

風水害により発生した危険物等の流出や油流出等の事故については、二次的な被

害を防止するため下流域住民への情報提供や、汚染の拡大を防止するための対策を

実施する。  

カ その他河川管理に関する事項の調整  

風水害直後の応急対策では、同時多発的に発生する被害のため応急対策にかかる

調整が錯綜することが予想される。そのため、河川管理に関する事項の調整にあた

ってはできる限りライフライン及び地域住民の生活に密着した応急対策に関する

事項の調整を優先して行う。  

 (3) 応急工事 

応急工事は、被害の拡大防止に重点を置いて、各施設管理者は被害の状況、本復旧

までの工期、施工規模、資材及び機械の有無を考慮して、応急工事として適切な工法

により実施する。  

 

５ 市民に対する広報  

河川は、被災の程度により、市民の生命及び財産に重大な影響を及ぼすことが予想さ

れるため、市は各施設管理者と速携のもと市民の安全の確保、民心の安定を図り、迅速

かつ円滑な災害応急復旧対策を実施するため、広報車等により広報活動を実施する。ま

た市は、住民に被害が及ぶおそれがある場合は住民に対し、避難のための勧告、指示及

び避難誘導等を実施する。  

 

６ 積雪期の対応  

積雪期では、雪が障害となり、河川の点検、被害状況の把握及び応急復旧活動等にお

いて、通常と比較して多くの困難が伴うことから、施設の危険箇所を事前に調査し、関

係機関と事前協議しておく。  
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第４２節 鉄道事業者の応急対策 

 

【災害対策本部担当部】 総務部  

 

１ 計画の方針 

○ 基本方針 

ＪＲ東日本及びＪＲ貨物は、風水害等が発生した場合、被害を最小限にとどめ、旅

客の安全を確保するとともに、迅速な応急復旧に努める。また、信濃川発電所の山本

山調整池等に影響が予想される場合は事態に応じた対応に努める。 

 

２ 鉄道施設応急対策フロー図 

             ★風水害等発生 

 

                 ・運転規制  

・施設整備の安全確認 

 

     

                  

 

 

 

 

 

                     ・乗客の避難、代替輸送等 

 

                     ・応急復旧及び本復旧 

  

３ 業務の内容 

(1) 運転規制 

風水害発生時には、あらかじめ定めた運転基準、運転規制区間に基づき、その強度

により次のとおり運転規制等を実施し、安全確認を行う。 

ア 強風の取扱い 

 

 

 

 

 

 

 

広 

 

報 

乗
客
等
の
対
応 

駅
構
内
利
用
客
等

に
対
す
る
広
報 

列
車

の
乗
客

に
対

す
る
広
報 

一
般

へ
の
広
報 

防
災
関
係
機
関

へ

の
連
絡 

乗客の安全確認等 

施設、設備の復旧 

運
転
規
制

・

安
全
確
認 

風速 20ｍ /ｓ以上  早目運転規制区間注意運転 一 般 運 転 規 制 区 間 通 常 運 転

早目運転規制区間運転中止 一 般 運 転 規 制 区 間 注 意 運 転

早目運転規制区間運転中止 一般運転規制区間運転中止  

風速 25ｍ /ｓ以上  

風速 30ｍ /ｓ以上  
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イ 豪雨の取扱い 

雨量（時間雨量、連続雨量）、河川水位により、運転規制区間ごとの運転基準を定

める。 

 

 

 

ウ なだれ発生時の取扱い 

 

(2) 旅客等に対する広報 

ア 駅等における利用客に対する広報 

災害時の旅客の不安感を除き、動揺、混乱を防止するため、駅構内掲示、放送

等により次の事項を利用客に案内する。 

(ｱ) 災害の規模 

(ｲ) 被害範囲 

(ｳ) 被害の状況 

(ｴ) 不通線区 

(ｵ) 開通の見込み等 

イ 列車乗務員の広報 

輸送指令からの指示、情報及び自列車の状況等を把握した上で、車内放送等に

より次の事項を乗客に案内し、動揺及び混乱の防止に努める。 

(ｱ) 停車地点と理由 

(ｲ) 災害の規模 

(ｳ) 被害の状況 

(ｴ) 運転再開の見込み 

(ｵ) 避難の有無・方法等 

ウ 駅、列車等に避難に必要な器具等を整備する。 

(3) 救護、救出及び避難 

ア 駅、列車等に救護、救出に必要な器具等を整備する。 

イ 災害による火災、建物倒壊、車両事故等により負傷者が発生した場合は、消防機

関に通報するとともに、負傷者の応急手当て、乗客の安全な場所への移動等適切な

処置を講じる。 

ウ 災害による列車の脱線転覆、衝突等の被害により多数の死傷者が発生した場合は、

乗務員等は協力して速やかに負傷者の救出、救護処置を行い、被害の概要、死傷者

数及び救護班の派遣等の必要事項を運転指令に速報し、連絡を受けた輸送指令は、

県、市、警察、消防等に協力を依頼する。 

(4) 代替輸送計画 

災害による列車の運転不能線区の輸送については、次に掲げる代替・振替輸送等の

措置を講じ、輸送の確保を図る。 

ア 折り返し運転の実施及び運転不能線区のバス代行輸送 

イ 迂回線区に対する臨時列車の増強 

注意運転 防災情報システムの速度規制警報表示  

注意運転 防災情報システムの速度規制警報表示  

運転中止 電鈴及びなだれ用信号炎管の信号表示  
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(5) 応急復旧対策 

災害の復旧に当たっては、早急な運転再開を図るため応急工事を実施し、終了後早

急に本復旧計画をたてて実施する。 

ア 建設機材の現状把握及び運用 

復旧作業に必要な応急建設機材について関係箇所の配置状況、種類、数量及び

協力が得られる部外関係機関、関係協力会社等の手持ちを調査しておくとともに、

借用方法、運用方法について定めておく。 

イ 技術者の現況把握及び活用 

復旧作業に従事する技術者等の技能程度、人員、配置状況を把握しておくとと

もに、緊急時は関係会社に対し、技術者等の派遣を要請する。 

ウ 災害時における資材の供給等 

災害時における資材の供給については、災害用貯蔵品の適正な運用を図るとと

もに、必要なときは関係協力会社から緊急調達する等迅速な供給体制を確立するた

め、あらかじめ定めておく。 

  エ 道路や河川等の災害復旧工事との連携 

    被災鉄軌道の早期復旧のため、鉄軌道事業者が実施する災害復旧工事と関連する 

道路や河川等の災害復旧工事の事業者と連携するよう努める。 

(6) 住民に対する広報 

各鉄道事業者は、運転の状況、復旧見通し等について、情報連絡体制を確立すると

とともに、報道機関の協力を得て、ラジオ・テレビ放送及び新聞等により周知を図る。

また、有線放送設備により積極的に情報を提供し、広報活動の協力を得るものとする。 

(7) 市・県等への報告 

各鉄道事業者は、被害（人的、施設等）の状況、復旧見込み、代替輸送の方法等を

速やかに市・県・関係機関へ報告する。 

（○鉄道事業者連絡先 ····················· 資料編参照） 
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第４３節 農地・農業用施設等の応急対策 

 

【災害対策本部担当部】  農林部  

 

１ 計画の方針 

○ 基本方針  

(1) 各主体の責務  

ア 市 

気象情報や洪水発生等の水象情報の収集・連絡に当たるとともに、土地改良区等

施設管理者と協力して農業用ダム・防災重点農業用ため池、地すべり危険箇所等の

緊急点検を行い、被害状況の把握及び応急対策を速やかに実施し、農地・農業用施

設等の機能回復に努める。  

イ 県 

気象情報や洪水発生等の水象情報の収集・連絡にあたるとともに、県管理施設等

の緊急点検を行い、被害状況の把握及び応急対策を速やかに実施し、農地・農業用

施設等の機能回復に努める。また、県及び他市町村職員の応援派遣等により市を支

援する 

ウ 土地改良区・施設管理者等  

気象情報や洪水発生等の水象情報の収集・連絡にあたるとともに、市と協力して

各管理施設の緊急点検を行い、被害状況の把握及び応急対策を速やかに実施し、農

地・農業用施設等の機能回復に努める。  

(2) 達成目標  

ア 緊急的な被災状況の把握を随時行う。 

イ 避難指示等解除後３日以内に被害概要調査及び点検調査を行うとともに、必要に

応じて二次災害防止措置を講じる。  

ウ 緊急的に機能回復を行う必要がある施設等については、災害発生後速やかに応急

復旧を行う。  

エ 防災重点農業用ため池の点検及び報告については、以下のとおりとする。  

対象災害  大雨特別警報に係る大雨  

緊急点検  目視による外観点検（大雨特別警報が解除され次第、

速やかに実施。ただし、緊急点検を行うことが危険と

判断される場合には、安全が確保され次第、実施）  

報告方法  市は原則としてため池防災支援システムにより報告  

(3) 災害発生の未然防止活動  

ア 施設管理者は、風水害の発生のおそれがある場合に実施する緊急点検において、

過去に被害が生じた箇所や主要構造物、土砂災害危険箇所等の点検、監視を行う。  

イ 用排水施設管理者は、洪水の発生が予想される場合には、ダム・ため池、頭首工、

排水機場、水門等の適切な操作を行う。また、その操作に当たり、危害を防止する

ため必要があると認めるときには、あらかじめ、必要な事項を市及び警察署に通知
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するとともに住民に周知させる。  

(4) 危険箇所についての住民避難  

緊急点検の結果、危険と認められる箇所については、住民に対する避難のための指

示等を行うとともに、適切な避難誘導を実施する。  

 

 

２ 業務の体系 

 

   

 

 

          

  

  

 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 業務の内容 

 (1) 土砂災害等危険箇所の応急対策の実施 

実施主体  対  策 協力依頼先  

市 ・パトロール要員等を配置し、巡回監視による危

険防止の措置を講じる。  

・危険性が高い箇所については、関係機関や住民

に周知を図り、不安定土砂の除去、仮設防護柵等

の設置を行う。  

・二次災害のおそれのある場合には、速やかに適

切な避難誘導等を行う。  

土地改良区  

県 

関係機関  

建設業協会  

専門技術者等  

土地改良区  

施設管理者  

・パトロール要員等を配置し、巡回監視による危

険防止の措置を講じる。  

・危険性が高い箇所については、関係機関や住民

に周知を図り、不安定土砂の除去、仮設防護柵等

の設置を行う。  

市 

県 

他関係機関  

建設業協会  

専門技術者等  

 

(立入禁止、避難誘導等の措置) 

(関係者、関係機関への連絡・通報) 

(危険性が高いと判断) 

監視及び未然防止活動  

被害状況の把握  

施設の機能復旧・供用再開  

原形復旧  応急復旧  

災害復旧工事  

緊急措置  

(被害なし) 

 

(被害小 ) (被害大) 

気象・水象情報の把握  
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(2) 主要構造物や建築物（揚排水機場等）の応急対策の実施  

実施主体  対  策 協力依頼先  

市 ・パトロール要員等を配置し、巡回監視による危

険防止の措置を講じる。  

・災害のおそれのある場合には速やかに適切な避

難誘導等を実施する。  

土地改良区  

県 

他関係機関  

建設業協会  

専門技術者等 

土地改良区  

施設管理者  

・専門技術者等を活用して、被災構造物等に対す

る応急危険度判定を速やかに実施する。  

・パトロール要員等を配置し、巡回監視による危

険防止の措置を講じる。  

市 

県 

他関係機関  

建設業協会  

専門技術者等  

(3) 浸水区域における応急排水対策の実施 

実施主体  対  策 協力依頼先  

市 ・締切工事を行うとともに、排水ポンプによる排

水対策を行う。  

・不足する場合は、県所有の排水ポンプを借り受

けるなど、支援可能な関係機関に依頼し、必要台

数を確保する。  

土地改良区  

県 

他関係機関  

建設業協会等 

土地改良区  

施設管理者  

・締め切り工事を行うとともに、排水ポンプによ

る排水対策を行う。  

・不足する場合は、県所有の排水ポンプを借り受

けるなど、支援可能な関係機関に依頼し必要台数

を確保する。  

市 

県 

他関係機関  

建設業協会等  

(4) 集落間の連絡農道及び基幹農道の応急対策の実施  

実施主体  対  策 協力依頼先  

市 ・避難路や緊急輸送路の確保のため優先して応急

復旧と障害物の除去を実施する。  

・通行が危険な道路については県、警察機関等に

通報するとともに通行禁止等の措置を講じる。  

土地改良区  

県 

他関係機関 

建設業協会等  

土地改良区  

施設管理者  

・避難路や緊急輸送路の確保のため優先して応急

復旧と障害物の除去を実施する。  

・通行が危険な道路については市、警察機関等に

通報するとともに通行禁止等の措置を講じる。  

市 

県 

他関係機関  

建設業協会等  
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第４４節 農林水産業施設等応急対策 

 

【災害対策本部担当部】 農林部  

 

１ 計画の方針  

○ 基本方針 

   風水害により農林水産業施設に被害を受けた場合は、各施設管理者間で相互連絡を

とりながら、速やかな復旧を図り、二次災害の防止に努めるとともに、施設の機能回

復を図る。 

(1) 各主体の責務 

ア 農林水産業生産者、農林水産業用施設の所有者・管理者 

(ｱ) 風水害等に対する備えとして、施設の耐久性の向上、火災・自然災害保険へ

の加入等、自助の対応を心懸ける。風水害・雪害が懸念されるときには、気象

情報や緊急情報等を十分に収集するとともに、事前に被害防止対策を講じる。 

(ｲ) 施設の管理について一貫した管理体制がとれるよう体制の整備を図るととも

に災害発生時に応急措置を施すことができるよう平常時から危険箇所等の定期

的な点検を実施する。 

(ｳ) 被害が発生した場合は、当該災害の収束状況を見極めつつ、応急措置や二次

災害の発生防止及び事後対策を実施するとともに、被害状況を市、関係団体等

へ速やかに連絡する。 

イ 関係団体の責務 

(ｱ) 農業協同組合 

農業組合員の農業被害状況の把握を行うとともに、市が行う農業被害の取り

まとめに協力し、被害の応急対策のための栽培技術指導、経営指導を行う。 

(ｲ) 農業共済組合 

農業共済関連被害の状況について、速やかに取りまとめ、市に情報提供する

とともに、市が行う農業被害の取りまとめに協力する。 

(ｳ) 森林組合  

ａ 市、県地域振興局等と相互に連携して、林産物、製材品及び林業・木材産

業関係施設（以下林業等関係施設）の被害状況を把握し、市、県地域振興局

へ報告する。 

ｂ 市、県地域振興局等と相互に連携し、林産物、製材品及び林業等関係施設

の被害に応じ応急対策を講じ、生産者等の指導を行う。 

(ｴ) 漁業協同組合 

水産物及び水産施設の被害状況を市と相互に連携し、把握する。 

ウ 市 

(ｱ) 関係団体と連携を図りながら農林水産物及び農林水産業用施設の被害状況を

把握し、県地域振興局等に報告する。 
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(ｲ) 被害状況により、二次災害を防止するため、関係団体・農林水産業者に対し、

必要な指導・指示を行う。 

(ｳ) 県、関係団体等と相互に連携し、農林水産物及び農林水産業用施設の被害状

況に応じ、応急対策を講じるとともに関係者等への指導を行う。 

エ 県 

(ｱ) 県地域振興局等は、市からの報告及び自らの調査により被害状況・緊急措置

等を取りまとめ、県農林水産部に報告する。 

(ｲ) 県地域振興局等は、必要に応じ市、関係団体へ連絡要員を派遣及び二次災害

防止等の助言を行う。 

(ｳ) 県農林水産部は、農林水産物（地域・面積も含め）及び農林水産業用施設等

の被害を把握するとともに応急対策の総合的な調整を行う。 

(ｴ) 被害状況に応じて復旧用農林水産業用資機材、農薬、種苗等の供給・確保に

ついて関係団体に協力を要請する。 

(2) 積雪期の対応 

市は、積雪による二次被害のおそれがある場合は、関係団体・生産者等に対し緊

急措置等の指導等を行う。農林水産業施設等については、冬期間は概ね雪下にあり確

認が困難であるが、必要に応じ除雪等を実施し、被害の確認に努める。 

 

２ 情報の流れ  

(1) 被災地から 

情報発信者  →  情報受信者  主な情報内容 

生産者・関係団

体 

市 被害状況、被災者ニーズ 

市 県地域振興局 被害状況、被災者ニーズ 

県地域振興局 県農林水産部 集約された被害状況 

(2) 被災地へ 

情報発信者  →  情報受信者  主な情報内容 

県農林水産部 県地域振興局 応急対策等の内容 

県地域振興局 市 具体的な指導 
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３ 業務の体系  

 

４ 業務の内容  

(1) 農作物及び農業用施設 

  ア 被害状況の把握 

実施主体 対     策 協力依頼先 

市  農業協同組合等と相互に連携し、農作物及び農業用施

設の被害状況を把握(雪害時にあっては併せて降雪、積

雪の状況も把握)し、地域振興局農林振興部(以下｢地域

振興局｣という。)に報告する。 

農 業 協 同 組

合 、 農 業 共 済

組合等 

県 （ 地 域

振興局） 

市からの報告及び自らの調査に基づいて被害状況等を

取りまとめ、県農林水産部に報告する。 

市 

県 県農林水産部は、農業用施設の被害状況及び農作物被

害地域・面積等を把握するとともに応急対策の総合的な

調整を行う。 

農 業 協 同 組

合 、 農 業 共 済

組合等 

イ 二次災害防止指導 

実施主体 対     策 協力依頼先 

市 農業用施設の被害状況により必要があると認めたとき

は、二次災害を防止するため、農業協同組合、農家及び

施設の所有者又は管理者に対し、次の指導又は指示を行

う。 

・浸水等に伴う農作物、農薬等農業資材の保全措置及び

流出防止措置 

・農業用燃料の漏出防止措置 

・農薬の漏出防止措置 

・土砂崩れ、雪崩等による農舎、育苗ハウス等の倒壊防

農 業 協 同 組

合 、 農 業 共 済

組合等 

（被害状況の把握） （二次被害防止指導） （応急対策）

対応策の検討

電話等による把握

現地の確認

被害状況の報告

関係機関等への要請

☆風水害等発生

（風 水 被 害 等 の 解 消）

～12ｈ

～24ｈ

直後

～３日

～７日

対応策の検討

災害防止指導・指示 応急対策指導
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止措置 

・農舎、農業施設等の火災防止措置 

ウ 応急対策 

実施主体 対     策 協力依頼先 

市・県 (地

域振興局) 

農業協同組合等と相互に連携し、農作物及び農業用施

設の被害状況に応じ、次の応急措置を講じ又は関係者を

指導する。 

・農作物の病害虫発生予防のための措置 

・病害虫発生予防等のための薬剤の円滑な供給 

・応急対策用農業用資機材の円滑な供給 

・農作物の生育段階に対応する生産管理技術指導 

・種苗の供給体制の確保 

・農業用施設の応急工事等の措置 

農 業 協 同 組

合 、 農 業 共 済

組合等 

県 農業用施設の被害状況に応じて復旧用農業資機材、農

薬、種苗等の供給・確保について関係団体に協力を要請

する。 

Ｊ Ａ 全 農 新 潟

県本部等 

(2) 家畜及び家畜飼養施設 

ア 被害状況の把握、二次災害防止 

実施主体 対     策 協力依頼先 

農 業 協 同

組 合 、 農

業 共 済 組

合 

市と連絡をとりながら、家畜飼養者の被害状況調査等

に協力する。 

 

市 家畜飼養者の被害状況を把握し、県に報告する。 農 業 協 同 組

合 、 農 業 共 済

組合 

県 市の協力を得ながら、被災地域の振興局、家畜保健衛

生所が家畜飼養者の被害状況を現地調査する。（困難な

場合は、他地域から支援） 

市 、 全 農 新 潟

県 本 部 、 県 酪

農 業 協 同 組 合

連 合 会 、 県 農

業 共 済 組 合 連

合 会 、 公 益 社

団 法 人 新 潟 県

畜 産 協 会 、 公

益 社 団 法 人 新

潟県獣医師会 

  イ 二次災害防止対策 

実施主体 対     策 協力依頼先 

農 業 協 同 市からの指示、依頼を受け、二次災害防止対策に協力  
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組 合 、 農

業 共 済 組

合 

する。 

市 家畜飼養者、農業協同組合等に次の二次災害防止対策

を指示する。  

・畜舎の二次倒壊防止措置 

・停電発生農場への電源供給 

・生存家畜の救出 

・家畜の逃亡防止及び逃亡家畜の捕獲、収容による住民

への危害防止措置 

農 業 協 同 組

合 、 農 業 共 済

組合 

県 二次災害防止、応急対策の調整を行う。  

・二次災害防止対策への協力 

・関係機関、団体への協力要請 

市 、 全 農 県 本

部 、 県 酪 農 業 協

同 組 合 連 合 会 、

県 農 業 共 済 組 合

連合会、公益法

人 社 団 新 潟 県

畜 産 協 会 、 公

益 社 団 法 人 新

潟県獣医師会 

  ウ 応急対策 

実施主体 対     策 協力依頼先 

市 県が実施する応急対策に協力する。  

県 市の協力を得ながら、次の応急対策を講じる。 

○死亡・廃用家畜の処理 

・死亡家畜の受入体制確保 

・死亡家畜の埋却許可  

・傷害による廃用家畜の緊急と畜に対する検査  

 

・家畜廃用認定 

 

・家畜緊急輸送 

 

○家畜伝染病の発生及びまん延防止のための措置 

・家畜飼養者に対する衛生指導 

・被災家畜の健康診断及び畜舎消毒 

・家畜伝染病予防接種体制の確保 

 

 

 

 

 

新潟県化製興業(株) 

福祉保健部、新潟市 

県食肉衛生検査 

センター、新潟市 

県 農 業 共 済 組

合連合会、 

県家畜商協同組合 

 

 

農業協同組合 

農業共済組合 

公 益 社 団 法 人 新

潟 県 畜 産 協 会 、

公 益 社 団 法 人 新

潟県獣医師会 
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○動物用医薬品及び飼料等の供給 

・動物用医薬品（治療、消毒、予防）及び器材の円

滑な供給 

 

 

・家畜飼料及び飼養管理用器材の円滑な供給 

 

県 動 物 薬 品 器

材 協 会 、 公 益

社 団 法 人 新 潟

県獣医師会 

全農県本部、県酪 

農業協同組合連合 

会、飼料卸商組合 

公 益 社 団 法 人 新

潟県獣医師会 

 (3) 林産物及び林産施設 

  ア 被害状況の把握 

実施主体 対     策 協力依頼先 

生産者等     市・関係団体へ被害状況及び緊急措置を報告する。ま

た、近隣の生産者等は、県が協力依頼した関係団体と連

携し、被害状況と必要な緊急措置等の情報を交換する。 

 

関係団体 

関係団体 市、県地域振興局等へ被害状況と必要な緊急措置等を

報告するとともに、市・県地域振興局等と連携しなが

ら、情報を収集する。 

市 、 県 地 域 振

興局 

市 県地域振興局等へ被害状況と必要な緊急措置等を報告

するとともに、関係団体と連携しながら、被害状況を収

集する。 

関 係 団 体 、 県

地域振興局 

県 地 域 振

興局 

県農林水産部へ管内の被害状況と必要な緊急措置等を

取りまとめ報告するとともに、市・関係団体と連携しな

がら、被害情報を収集する。また、必要に応じて連絡要

員を派遣する。 

市、関係団体 

県 農 林 水

産 部 （ 林

政課） 

地域振興局から報告のあった被害状況及び必要な緊急

措置を取りまとめるとともに、必要に応じ、さらに被害

情報を収集する。また、必要に応じて連絡要員を派遣す

る。 

市、関係団体 

  イ 二次災害防止 

実施主体 対     策 協力依頼先 

生産者等  市からの二次災害防止のための指導及び指示事項を実

施する。 

市、関係団体 

関係団体 市からの二次災害防止のための指導及び指示事項を実

施する。 

市 、 県 地 域 振

興局 

市 緊急に必要があるときは、二次災害防止のため、生産

者や関係団体等に対し、次の指導又は指示を行う。 

県 地 域 振 興 局

等 
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・倒木等の除去 

・林業等関係施設の倒壊防止措置 

・燃料、ガス等漏出防止措置 

県 地 域 振

興局 

市に対し二次災害防止のために必要な緊急措置、資材

等の供給等を行う。 

 

県 農 林 水

産 部 （ 林

政課） 

県地域振興局等へ二次災害防止のために必要な緊急措

置、資材等の供給を行う。 

 

  ウ 応急対策 

実施主体 対     策 協力依頼先 

生 産 者 、

関係団体 

林産物及び林業等関係施設の生産・利用の再開に向け

た応急対策を講じる。 

県地域振興局 

関係機関 

関係団体 

市 

県 地 域 振

興局 

相互に連携し、林産物、製材品及び林業等関係施設の

被害状況に応じ、次の応急対策を講じるとともに、生産

者等への指導を行う。 

・林地に亀裂又は地すべりが生じている場合は、シート

で覆うなどの拡大防止措置 

・苗木・立木等及び林産物の病害虫発生予防措置 

・病害虫発生予防等のための薬剤の円滑な供給 

・応急対策用資機材の円滑な供給 

・林産物の生育段階に対応する生産管理技術の指導 

 

県 農 林 水

産 部 （ 林

政課） 

林産施設の被害状況により必要に応じ、応急対策用資

機材の供給・確保について関係機関に協力を要請する。 

関係機関 

 (4) 水産物及び水産施設 

  ア 被害状況の把握 

実施主体 対     策 協力依頼先 

市 漁業協同組合等と相互に連携して水産物及び水産施設

の被害状況を把握し、被害状況を県農林水産部に報告す

る。 

漁 業 協 同 組 合

等 

県 農 林 水

産部 

市からの報告で水産物及び水産施設の被害状況を把握

し、応急対策の総合的調整を行う。また、被害状況の把

握等に調査等が必要な場合は、積極的な支援を行う。 

 

  イ 二次災害防止 

実施主体 対     策 協力依頼先 

市 水産物及び水産施設の被害状況により必要に応じ、二

次災害を防止するために自ら実施又は漁業協同組合に対

し、次の指導又は指示を行う。 

・流失した養殖施設等の早期回収措置又は関係機関へ協

漁業協同組合 
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力要請 

・養殖池の漏水等による被害の拡大防止措置 

県 水産施設等に対して協力要請を受けたときは、関係機

関と連絡をとりながら、必要な措置を講じる。 

漁 業 協 同 組 合

連合会 

ウ 応急対策 

実施主体 対     策 協力依頼先 

市及び県 漁業協同組合等と相互に連携し、水産物及び水産施設

の被害状況に応じ、次の緊急措置を講じ、又は関係者へ

の指導、関係機関への協力要請を行う。 

・応急対策用水産資材の円滑な供給 

・生育に悪影響を与えると考えられる養殖物等に付着し

た泥を可能な限り除去する。 

・土砂又は流木等により機能低下した河川工作物に設置

された魚道の機能回復を図る。 

漁業協同組合 

県 施設被害の復旧に関して、急を要する場合は、市又は

漁業協同組合に対し災害査定前着工の指示を行う。 
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第４５節 商工業応急対策 

 

【災害対策本部担当部】 調達部 

 

１ 計画の方針 

○ 基本方針 

災害による企業・事業所の被害状況調査を実施し、被害件数、被害額等を把握すると

ともに、県へ被害状況を報告する。 

また、現地相談窓口を設置し、被災中小企業の詳細な被害状況の把握と被災中小企業

者の事業再開等に関する各種相談の受付や行政等の支援策を周知し、被災企業の早期復

旧を図る。 

  各主体の責務 

ア 企業・事業所 

災害による事業中断を最小限にとどめるため、事業継続計画（ＢＣＰ）を策定する

など危機管理体制を構築し、災害時にはこれにより必要な初動対策を講じる。 

イ 商工団体 

(ｱ) 会員・組合員等の被災状況を把握する。 

(ｲ) 商工会議所は被災中小企業者のための現地相談窓口の設置に協力する。 

(ｳ) 行政等の支援策に関する情報を会員・組合員等へ周知する。 

  ウ 市 

(ｱ) 企業・事業所の被害状況を迅速かつ適切に把握できる体制の整備に努め、被害状 

況を把握する。 

(ｲ) 被災中小企業者のための現地相談窓口の設置に協力する。 

(ｳ) 行政等の支援策について被災中小企業者等に周知する。 

  エ 県 

   (ｱ) 中小企業等の被害状況を迅速かつ適切に把握できる体制の整備に努める。 

(ｲ) 商工団体、主要企業等からの聴取及び技術支援センターの現地調査等により被害

状況を把握する。 

(ｳ) 市を通じ中小企業の直接被害件数、被害額を把握する。 

(ｴ) 被害状況、被害件数及び被害額を国に報告する。 

(ｵ) 必要な関係機関に対し被災中小企業の復旧等への協力・支援を要請する。 

(ｶ) 被災中小企業者のための現地相談窓口を設置する。 

(ｷ) 報道機関等に対し被災地の企業・事業所の稼働状況等の適切な情報提供を行い、

風評被害を防止する。 

※ (ｵ)～(ｷ)は被災状況により対応 

 



風水害対策編 

第３章第４５節 

「商工業応急対策」 

 370

２ 情報の流れ 

 (1) 被災地から 

情報発信者 → 情報受信者 主な情報内容 

商工会議所・商工団体 市 被害状況 

大規模小売店舗 市 被害状況 

工業団地等進出企業 市 被害状況 

観光関連施設 市 被害状況 

市 県 被害状況 

 (2) 被災地へ 

情報発信者 → 情報受信者 主な情報内容 

県 市・商工会議所 相談窓口の設置、支援策 

市 企業・事業所 相談窓口の設置、支援策 

商工会議所 企業・事業所 相談窓口の設置、支援策 

  

３ 業務の体系 

  ☆風水害発生 

  直  後    

 

  １～２日 

 

  ２～３日 

 

   ～７日 

 

 

４ 業務の内容 

(1) 被災状況の把握 

 

 

 

実施主体 対  策 協力依頼先 

市 市内の商工業の被害状況を調査

し、県へ報告する。 

企業・事業所 

商工会議所、商工団体 

商工会議所 

商工団体 

会員及び組合員等の被災状況を調

査し、市へ報告する。 

会員・組合員等 

企業・事業所 企業・事業所の建物、被災状況を

調査し、市及び商工会議所へ報告す

る。 

 

被害状況の把握 

被害状況の確認 

相談窓口の設置検討 

相談窓口の設置 
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 (2) 相談窓口の設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施主体 対  策 協力依頼先 

県 被災中小企業者等の相談に応じる

ための現地相談窓口を設置する。 

（財）にいがた産業創造機

構、市、商工会議所、新潟県

信用保証協会、政府系金融機

関 

市 県が設置する現地相談窓口の場所

の提供等の協力をする。 

商工会議所 

商工会議所 県が設置する現地相談窓口の設置

に協力する。 
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第４６節 応急住宅対策 

 

【災害対策本部担当部】  建設部  

 

１ 計画の方針  

○  基本方針 

災害により住家が滅失した被災者のうち自己の資力では住宅を確保できない者に

ついて、災害救助法に基づく応急仮設住宅（民間賃貸住宅の借上げを含む）を設置し

被災者を受入れする。また、災害により住家が半壊し、自らの資力により応急修理を

することができない者等について、住宅の応急修理を実施してその援護を推進する。

この場合、市は原則として県知事の委任を受けてこれを行う。  

また、住宅が滅失した被災者に公営住宅等の空家を仮住宅として提供するととも

に、民間賃貸住宅への入居を希望する場合は物件情報を提供し、被災者の居住の安定

を図る。  

(1) 各主体の責務  

ア 市の責務 

(ｱ) 応急仮設住宅の建設地を選定し、県の行う応急仮設住宅の供与に協力する。  

(ｲ) 県から委任を受けて応急修理事務を実施する。  

(ｳ) 市営住宅の空家を仮住宅として提供する。  

(ｴ) 住宅の被害認定調査を実施し、早急な災害救助に努める。  

イ 県の責務 

(ｱ) 応急仮設住宅を設置し避難者に供与する。  

(ｲ) 県から委任を受け市が実施する応急修理の事務を補助する。  

(ｳ) 県営住宅の空家を仮住宅として提供する。  

(ｴ) 民間賃貸住宅の物件情報等を提供する。  

(2) 要配慮者に対する配慮  

   応急仮設住宅の建設に当たっては、グループホーム型仮設住宅（福祉仮設住宅）

やサポート施設の建設など、高齢者・障がい者向けの応急仮設住宅の設置に努め、

要配慮者向けの仕様や入居者選考にも配慮する。また、要配慮者で健康面に不安の

ある者のために、公営住宅等の確保に努める。  

 

２ 情報の流れ  

(1) 被災地から  

情報発信者→情報受信者  主な情報内容  

被災者  市  応急仮設住宅の入居希望  

応急修理の希望  

公営住宅等の入居希望  

住宅の被害状況  

市  県  住宅の被災戸数  

応急仮設住宅の必要戸数・建設予定地  
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応急修理希望世帯数等  

(2) 被災地へ  

情報発信者→情報受信者  主な情報内容  

県 市 応急仮設住宅の供与決定 

応急修理事務の委任  

市 被災者 応急仮設住宅の入居申込み手続き  

応急修理の申し込み手続き  

県 被災者 応急仮設住宅の設置状況、応急修理制度の概要  

公営住宅等の空き家情報  

 

３ 応急対策フロー図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

            

 

 

 

 

 

           

            

 

                 

 

 

災害救助法に基づく被害

調査 

厚 生 労 働 省 と の 協 議 

被 災 戸 数 の 確 定 

 

全壊 半壊  一部損壊 

県 宅 地 建 物 取 引 業 協 会    

全日本不動産協会新潟県支部  

全国賃貸住宅経営者協会連合

会 

 
公営住宅の特例入居  民間賃貸住宅の紹介  

自力建設 災害救助法による供与対象者の確定  自力修繕 会員業者の住宅あっせん 

応急仮設住宅建設 

戸数の確定  

応急修繕の世帯の決定  入居契約 

建設用地の選定 

設 計 図 書 作 成  

契 約 

(請負又は賃貸仮契約 ) 

 建 設 

入 居 

工      事  

災  害  発  生 

建設業関係団体等に対

し業者の斡旋依頼し、

施行業者を指定し、工

事を依頼 

入    居 

民間賃貸住宅  

借上戸数の決定  

民間賃貸住宅の

借上  

入 居 

入居契約  
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４ 被災住宅の調査  

実施主体  対     応 協力依頼先 

県  災害のため家屋が被災した場合は、応急仮設住宅の供与及

び住宅の応急修理に必要な調査を実施する。  

・市調査に基づく被災戸数（災害発生から１週間以内を目途

に確定）  

・被災地における住民の動向及び市の住宅に関する要望事項  

・市の住宅に関する緊急措置の状況及び予定  

・応急仮設住宅建設現地活動上の支障事項  

・その他住宅の応急対策実施上の必要な事項  

市 

市  ・災害のため被災した住宅及び宅地の調査を行うとともに応  

急住宅対策に関する被災者の希望を把握し、応急住宅対策の  

供給対象者を確定する。（災害発生から１週間以内を目途）  

・住宅、宅地の被災状況  

・被災地における住民の動向  

・応急住宅対策（応急仮設住宅、応急住宅修理、公営住宅の

特例入居等）に関する被災者の希望  

県  

 

５ 応急仮設住宅の供与  

実施主体  対     策 協力依頼先 

県  １ 建設による供与  

(1) 建設の方針 

ア 建設用地の選定  

建設場所については、市があらかじめ選定しておいた建

設候補地の中から生活利便施設、保健衛生、交通、教育等

について考慮し、原則として公有地を優先して選定する。

ただし、止むを得ない場合は、私有地を利用する。  

イ 建物の規模及び費用  

(ｱ) １戸当たりの建物面積及び費用は、新潟県災害救助法

施行細則による救助の程度等により定める基準の範囲内

とする。  

  ただし、世帯の構成人数により、基準運用が困難な

場合は、事前に内閣総理大臣に協議し、規模及び費用の

調整を行う。  

(ｲ) 建設資材の県外調達又は離島等で輸送費がかさみ、限

度額での施工が困難な場合は、内閣総理大臣に協議の

上、当該輸送費を別枠とする。  

ウ 建設の時期 

災害が発生した日から、原則として 20 日以内に着工す  

市 

（一社）プ

レハブ建築

協会 

（一社）新

潟県建設業

協会 
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 る。 

ただし、大災害等の事由により期間内に着工できない場  

合は、事前に内閣総理大臣に協議して延長する。  

応急仮設住宅の供与は、災害発生から２か月以内を目途と

する。 

エ 二次災害への配慮  

応急仮設住宅を建設する場合には、二次災害に十分配慮

する。 

(2) 応急仮設住宅の建設方法 

ア  知事は協定に基づき建設業関係団体の斡旋を受けた業者

と賃貸借契約を締結し、業者に応急仮設住宅を設置させ

る。 

ただし、状況に応じ知事は、市長に建設を委任すること

ができる。  

イ  市長に応急仮設住宅の建設を委任する場合は、建設戸

数、規格、規模、構造、単価その他必要な要件を定めて行

う。 

(3) 協力要請 

県は、応急仮設住宅の建設に当たっては、協定を締結し

た建設業関係団体等の協力を得て行う。  

(4) 入居者の選定及び管理の委任  

応急仮設住宅の設置完了後、知事は速やかに市長と委託

協定を結び、入居者の募集、選定及び管理を委任する。  

 

市  (1) 建設候補地の選定  

(ｱ) 市は、あらかじめ応急仮設住宅の建設用地として公有

地を選定しておく。  

建設用地の適地としての公有地がない場合は、あらか

じめその他の適地を選定し、所有者等と協議をしてお

く。 

(ｲ) 建設時に支障が出ないよう、可能な限り、ライフライ

ンを考慮して選定する。  

(2) 入居者の選定及び管理  

入居者選定及び応急仮設住宅の管理は、次のとおり行う。  

ア 入居要件 

応急仮設住宅の入居の対象となる者は、次に掲げる事項

のいずれにも該当するものとする。  

(ｱ) 住家が全壊、全焼又は流失した者  

(ｲ) 居住する住家がない者  

(ｳ) 自らの資力では、住宅を確保することができない者  
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 イ 入居者の選定  

応急仮設住宅の設置戸数及び建設地を考慮しながら、入

居要件に該当する被災者を入居者として選定する。  

ウ 管理 

県と結んだ委託協定に基づき、安心・安全の確保、心の

ケア、入居者によるコミュニティの形成、女性をはじめと

する生活者の意見の反映、家庭動物の受入等に配慮し、善

良な管理者の注意をもって運営管理に努めるものとする。  

エ 供与の期間 

入居者に供する期間は、応急仮設住宅完成の日から原則

２年以内とする。  

 

県  ２ 民間賃貸住宅借上げによる供与  

被災状況を考慮し、建設型に併せて民間賃貸住宅を借上

げて供与する応急仮設住宅を積極的に活用する。  

ただし、状況に応じ知事は、市長に借上げを委任するこ

とができる。  

入居要件・供与期間は、建設型に準じる。  

市 

（公社）新

潟県宅地建

物取引業協

会   

（公社）全

国賃貸住宅

経営者協会

連合会 

 

６ 被災住宅の応急修理  

実施主体  対     策 協力依頼先 

市  (1) 応急修理の対象者  

ア 以下の全ての要件を満たす世帯  

(ｱ) 新潟県が災害救助法による救助を実施する区域内に

住家を有すること。  

(ｲ) 半壊、大規模半壊又は一部損壊（準半壊）の被害を

受けたこと。  

(ｳ) 応急修理を行うことによって、避難所等への避難を

要しなくなると見込まれること。  

(ｴ) 応急仮設住宅（民間賃貸住宅の借上げを含む。）を

利用しないこと。  

イ  所得等の要件（大規模半壊の場合は所得等の要件な

し） 

前年の世帯収入が、以下のいずれかの要件を満たす世

帯 

災害のため住家が半壊（焼）若しくは半壊に準じる程

度の損傷を受け、自らの資力では応急修理をすることが
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できない者については、県又は市町村において、所得証

明書等により資力を把握し、客観的に資力がないことを

確認するとともに、ある程度資力がある場合は、ローン

等の個別事情を勘案し、判断する。  

(2) 応急修理の範囲  

屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配

管・配線、トイレ等の衛生設備等の日常生活に必要欠くこ

とのできない部分であって、緊急に応急修理を行うことが

適当な箇所について、実施することとする。  

(3) 応急修理の費用  

応急修理に要する費用は、新潟県災害救助法施行細則に

よる救助の程度等により定める基準の範囲内とする。  

(4) 応急修理の期間  

災害が発生した日から、原則として１か月以内に完了す

るものとする。  

ただし、交通機関の途絶その他の特殊な事情により期間

内に修理ができない場合は、事前に内閣総理大臣と協議の

上、必要最小限度の期間を延長するものとする。  

(5) 応急修理の手続  

別紙「応急修理事務手続き」を参照。  

(6) 制度の広報 

市広報誌、市ホームページ等を通じ、分かりやすい広報

を行う。  

 

７ 公営住宅の特例使用 

実施主体  対     策 協力依頼先 

県  

市  

ア  県及び市町村は、被災者への仮住宅として、公営住宅

の 空 家 を 提 供 す る （ 行 政 財 産 の 目 的 外 使 用 許 可 に よ

る。）。  

イ  対象公営住宅は、被災地近隣の県営及び市営住宅とす

る。被災地近隣の公営住宅でも不足する場合は、県下の

公営住宅を対象とし、県下の公営住宅でもなお不足する

場合は、他の都道府県に提供を要請する。  

ウ  県は、災害発生から３日以内を目途に、提供可能な住

宅を県ホームページやマスコミ等で公表するとともに、

状況に応じ被災地に相談所等を開設し、あっせんに努め

る。 

県 

近隣市町村  
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８ 民間賃貸住宅の紹介・斡旋  

実施主体  対     策 協力依頼先 

県  災害時における民間賃貸住宅の媒介に関する協定及び災害

時における民間賃貸住宅の被災者への提供等に関する協定に

基づき協力要請を行う。  

(公社 )新潟

県宅地建物

取引業協会  

(公社 )全日

本不動産協

会新潟県本

部   

(公社 )全国

賃貸住宅経

営者協会連

合会 

(公社 )新

潟県宅地

建物取引

業協会  

(公社 )全

日本不動

産協会新

潟県本部  

県の要請を受け、会員の宅地建物取引業者に対し、被災者

への媒介を行うよう協力を求める。  

(公社 )新潟

県宅地建物

取引業協会

会員 

（公社）全

日本不動産

協会新潟県

本部 

(公社 )全

国賃貸住

宅経営者

協会連合

会  

県の要請を受け、被災者に提供可能な民間賃貸住宅の情報

提供を行う。  

 

 

９ 住宅建設資機材の斡旋  

実施主体  対     策 協力依頼先 

県  新潟木材組合連合会と協議し、被災地の近隣製材工場に対

し製材品の供給要請を行う。  

また、原木の在庫備蓄量の把握を行うとともに、新潟県森

林組合連合会及び木材輸入商社・卸に対して木材の供給要請

を行うほか、必要により隣接県に対して木材及び製材品の供

給あっせん要請を行う。  

新潟木材組

合連合会  

新潟県森林

組合連合会  

木材輸入商

社・卸 

隣接県 
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小  千 谷 市    ①指定業者リストを作成      

⑧修理見積書の内容を精査    

③工事検査  

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

○応急修理事務手続き 

 

 

 

       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④特定業者リストの中から特定業者を  

         選定し修理見積書の作成を依頼  

         ⑤修理見積書を２部提出し、内容確認  

         を求め、確認後にサインを求める。  

         ⑥修理見積書の内容を確認し、２部と  

         もサインをして、指定業者に返却  

         ⑪住宅応急修理施工日等を調整の上、  

          応急修理工事を実施する。  

         ⑫工事完了報告書の確認を求め、サイ  

         ンを求める。  

         ⑬工事完了報告書の確認を行い、サイ  

         ンをする。  

  

 

※１ ⑤、⑥、⑦の修理見積書には、屋根・壁・土台等部位ごとの工事明細を記すととも

に、被害状況、工事予定箇所を示す施工前の写真を添付すること。  

※２ ⑪、⑫、⑬の工事完了報告書には、施工中及び施工後の工事写真を添付すること。  

※３ ⑯応急修理工事代金請求書は、国制度、県制度ごとに別葉とすること。  

 

②  
住
宅
応
急
修
理
申
込
書
を
提
出  

③
指
定
業
者  
リ
ス
ト
を
交
付 

（
⑩
修
理
見
積
書
一
部
を
添
付
し
て

応
急
修
理
決
定
通
知
書
を
交
付
） 

⑯
応
急 
修
理
工
事
代
金
請
求
書
を
提
出 

⑰ 
応
急
修
理
工
事
代
金
を
支
払 

 

 

 

 

 

住宅応急修

理申込 

（被災者）  

 

 

 

 

 

 

 

 

住宅応急修理施工者 

 

⑨ 
修
理
依
頼
書
を
交
付 
 

⑭
応
急
修
理
申
込
者
の
サ
イ
ン
が
入
っ 
 

た
工
事
完
了
届
を
提
出 

⑦ 
修
理
見
積
書 
２
部
を
提
出 
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第４７節 ボランティアの受入れ計画 

 

【災害対策本部担当部】 民生部 

 

１ 計画の方針  

○ 基本方針 

災害発生時の災害ボランティア活動が円滑に行われるよう、市及び関係機関の協力

により、災害ボランティアセンターの設置及び運営を迅速かつ的確に実施する。 

各主体の責務 

  ア 市社会福祉協議会 

(ｱ) 災害が発生し、災害ボランティア活動の必要があるとき、市災害対策本部と協

議して災害ボランティアセンターを小千谷市総合福祉センターサンラックおぢ

や内に設置する。 

(ｲ) 災害ボランティアセンターの設置に伴い職員を派遣し、同センターを運営する。 

(ｳ) 災害ボランティア活動に係る情報の受発信を行うため職員を配置し、県社会福

祉協議会、市内外の支援団体などと、災害ボランティアセンター等の支援体制に

ついて調整を図る。 

  イ 市 

(ｱ) 災害ボランティアセンターの設置に伴い職員を派遣し、同センターの運営を支

援する。 

(ｲ) 市災害対策本部は、ボランティアセンターを設置・運営する社会福祉協議会を

はじめ、地元や外部から被災地入りしているＮＰＯ・ＮＧＯ等の様々なボランテ

ィア団体等と、情報を共有する場を設置するなどし、被災者のニーズや支援活動

の全体像を把握し、連携のとれた支援活動を展開するよう努める。 

ウ 災害ボランティアセンター 

(ｱ) 災害ボランティアセンターの運営や避難所などの施設運営にかかわるボラン

ティアニーズの把握を行う。 

(ｲ) 上記、把握に基づいた人員の調整や関係機関などへボランティアニーズに基づ

いた情報の発信を行う。 

(ｳ) 駆けつけたボランティアの受入れ、登録を行う。 

(ｴ) ボランティア活動を支援する救援物資の確保、仕分けを行う。 

(ｵ) その他、ボランティア需要に基づいた活動を行う。 

 

２ 情報の流れ  

(1) 被災地から 

情報発信者  →  情報受信者  主な情報内容 

避難所、避難者 災害ボランティアセン

ター 

避難所などにおけるボランティアニ

ーズ 
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災害ボランティアセンター 市 集約された被災地におけるボランテ

ィアのニーズやボランティア活動に

必要な人員、資機材等のニーズ 

市 他の行政機関、関係団体 〃  

県 協定先企業・団体 ボランティア活動に必要な人員、資機

材等のニーズ 

(2) 被災地へ  

情報発信者  →  情報受信者  主な情報内容 

協定先企業・団体 県 支援・協力予定情報 

県、他の行政機関、関係

団体 

市 支援・協力予定情報 

市 災害ボランティアセ

ンター 

支援・協力予定情報 

災害ボランティアセン

ター 

避難所、避難者 支援・協力予定情報 

 

３ 業務の体系 

災害発生中 市社会福祉協議会対策本部の設置、情報の受発信 

避難指示解除後 

２４時間以内 

災害ボランティアセンターの設置、被災地のニーズの把握 

避難指示解除後 

２日目～ 

災害ボランティア受入広報の発信 

ボランティアの受け入れ 

 

４ 業務の内容 

(1) 災害ボランティアセンターの運営 

実施主体 対     策 協力依頼先 

市 社 会 福 祉 協 議

会 

・災害ボランティアセンターに職員を派

遣し運営を支援 

・災害ボランティアセンター運営に係る

資機材の提供 

・運営に係る統括及び資金管理 

県社会福祉協議会、被

災地以外の市町村社会

福祉協議会 

市 ・災害ボランティアセンター運営に係る

資機材の提供 

・災害ボランティアセンターに職員を派

遣し運営を支援 

市外の行政機関 

新 潟 県 災 害 ボ ラ

ン テ ィ ア 支 援 セ

ンター 

・災害ボランティアセンターに本部員を

派遣し運営を支援 

全国・他県社会福祉協

議会 

県内ＮＰＯ・日本 ・災害ボランティアセンターに会員等を 県内外のＮＰＯ等 
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青 年 会 議 所 北 陸

信 越 地 区 新 潟 ブ

ロック協議会 

派遣し運営を支援 
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第４８節 義援金の受入れ・配分計画 

 

【災害対策本部担当部】 ○民生部、調達部 

 

１ 計画の方針 

大規模な災害による被災者に対し、全国から寄せられる義援金について、その受入

れ体制並びに配分方法等を定め、確実、迅速に被災者に配分する。 

 

２ 義援金品の受け入れ、配分フロー図 

受入れ口座の設定・周知

現金領収及び金融機関口座での受入れ

配分委員会の開催及び義援金の配分

義援金受入れの周知

義援金受入れ及び保管

義援金の配分
 

 

３ 義援金受入れの周知 

市は、義援金の受入れについて一般への周知が必要と認められる場合は、県に連絡

するとともに、ホームページ及び報道機関等を通じ、次の事項を公表する。 

(1) 振込金融機関口座（金融機関名、口座番号、口座名等） 

(2) 受入窓口 

 

４ 義援金の受入れ及び保管 

市は、次により義援金を受け入れる。 

(1) 受入窓口 

ア 一般からの義援金の受入窓口は、民生部（福祉課）とする。 

イ 国又は地方公共団体等から市長あての見舞金の受入窓口は、総務部（総務課）

でとする。 

(2) 現金の受入れ 

ア 一般から現金領収した義援金は、寄託者等へ現金領収書を発行し、民生部受付用

の口座に入金する。 

イ 国又は地方公共団体等から市長あての見舞金は、総務部受付用の口座に入金する。 

(3) 義援金の管理 

ア 一般からの義援金は、出納班（会計課）が管理する。 

イ 国又は地方公共団体等から市長あての見舞金は、総務部（総務課）が歳入とし

て管理する。 

 

５ 義援金の配分 

(1) 義援金配分委員会の設置 



風水害対策編 

第３章第４８節 

「義援金の受入れ・配分計画」 

 384 

市は、県、義援金受入団体及び寄託者等に寄託された義援金について、「義援金配

分委員会」を組織し、配分を決定する。 

(2) 義援金配分委員会の選任 

配分委員会の委員は、市議会関係者、地域関係者、福祉関係者、学識経験者及び行

政関係者等の中から選任する。 

(3) 配分計画 

義援金配分委員会は、義援金受入額及び被災状況等を考慮し、義援金の性格を踏ま

え、公平性・迅速性・透明性を確保しながら、配分対象・基準・時期・方法等を定め

た配分計画を決定する。 
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第４９節 義援物資対策 

 

【災害対策本部担当部】  調達部 

 

１ 計画の方針 

全国から寄せられる大量の義援物資について、その受入れ体制及び保管方法等を定め、

被災者ニーズに沿った物資を確実、迅速に現地へ配送する。  

ただし、不特定多数からの小口の義援物資については、仕分け、保管等に多大な労力

及び時間が必要となるため、被災地が支援を求めた真に必要なもの以外は原則として受

け入れず、可能な限り義援金での支援を呼びかける。  

また、義援物資が被災地に与える影響について、被災地以外の人々に実情を正しく理

解してもらうことの情報発信を行う。  

 

２ 情報の流れ 

(1) 被災地から 

情報発信者    →  情報受信者  主な情報内容  

被災者、避難所、町内会

NPO、ボランティア等  
市 被災者ニーズ  

市  県 集約された被災地ニーズ  

市  協定先企業・団体  調達要請  

市  国民 物資取扱方針  

(2) 被災地へ 

情報発信者   →  情報受信者  主な情報内容  

市  
被災者、避難所、町内

会、NPO、ﾎﾞﾗﾝﾃｲｱ等  
供給情報（品目・数量等）  

県  市 供給予定情報  

 

３ 業務の体系 

  ☆風水害発生 

  (提供申出対応)  （ 情 報 発 信 ）  （情 報 収 集） 

直後  

～ 6 時

間後  

 物資受入方針に

基づく  

電話、ﾒｰﾙ、 FAX

対応 

 物資取扱方針情報  
被災地状況  

被災地ﾆｰｽﾞ 
交 通 情 報 

        

        

1 日目～  

    

 物資受入方針に

基づく  

電話、ﾒｰﾙ、 FAX

対応 

 

被 災 地 ﾆ ｰ ｽ ﾞ、 要

求 、 調 達 情 報 、

交通情報  

 
被災地ﾆｰｽﾞ 

物資受入状況  
交 通 情 報 
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４ 業務の内容 

(1) 義援物資の受入れ・照会窓口の設置  

受入れ・照会窓口を設置し受付要員を配置するとともに、受入物資リストを作成

する。 

(2) 情報収集及び必要物資の数量把握  

避難所の設置箇所等の情報収集に努め、必要物資の数量把握をし、義援物資集積

場所を指定する。  

(3) 受入れの周知  

義援物資の受入れについて、受入窓口、避難所情報等を県及び日本赤十字社新潟

県支部等に連絡するとともに、市ホームページ及び報道機関等を通じ次の事項を公

表する。  

ア 受入れを希望する物資及び受入れを希望しない物資のリスト（需給状況を勘案

し必要に応じ公表リストを改定する。）  

イ 送り先（あらかじめ定めた集積拠点とする。）  

(4) 受入れ、保管、配送  

ア 義援物資集積場所に受入要員を配置する。また、必要に応じ新たに集積場所の

指定をする。  

イ 受入窓口は、義援物資の申し入れ物品の情報を整理し、各集積場所の担当者と

連絡をとりながら、寄託者等義援物資搬入者へ受入場所の指示をする。  

ウ 被災者の要望と需給状況を勘案して、自己調達物資、県からの調達物資及び応

援要請物資等と調整し、効果的な配分を行い、被災者へ迅速に届ける。  

エ 配送に当たっては、早期に民間物流業者を加え、ＮＰＯ、ボランティア等の協

力を得て行う。  
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第５０節 災害救助法による救助 

 

【災害対策本部担当部】 危機管理部 

 

１ 計画の方針 

○ 基本方針 

災害救助法（以下「法」という。）による応急救助は、災害発生直後の混乱期にお

ける被災者保護及び社会秩序の保全を目的とした緊急の措置であり、人命の保護、衣

食住の確保等の活動がもたらす影響は極めて大きいことから、法適用の必要が認めら

れた場合は速やかに所定の手続きを行うと共に、迅速かつ的確な災害救助業務を実施

する。 

(1) 各主体の責務 

ア 市の責務 

市は、県が救助の実施に関する事務の一部を市が行うこととした場合において、

当該事務を実施するとともに、県が実施する救助の補助を行う。 

イ 県の責務 

県は政令で定める程度の災害が発生した市の区域内において当該災害にかかり、

現に救助を必要とする者に対して法による救助を行う。また、必要に応じて職員

を被災市へ派遣する。 

ウ 日本赤十字社 

日本赤十字社は、市及び県が実施する救助に協力する。 

(2) 達成目標 

災害救助法を適用すべき災害が発生した場合は迅速に法を適用し、被害の拡大防

止に努め、被災者の保護と社会秩序の保全に全力を尽くす。 

(3) 積雪期の対応 

ア 法の適用 

県の運用基準に基づき、迅速に法を適用する。 

イ 要配慮者への配慮 

屋根の雪下ろし作業について、別記豪雪対応における要配慮者の広域支援体制

により支援を行う。 

 (4) 広域避難への配慮 

   被災状況により、他県・他市町村へ避難者が必要になる場合に、避難先において

必要な応急救助が行われるよう配慮する。 
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２ 災害救助法による救助フロ－図 

 

３ 災害救助法の適用 

(1) 知事は、県内に法を適用する災害が発生した場合は、地方自治法第２条第９項第１

号に規定する国からの法定受託事務として応急的に必要な救助を行い、被災者の保護

と社会秩序の保全を図る。（法第１条） 

(2) 知事は、救助を迅速に行う必要があると認めるときは、その権限に属する事務の一

部を市長が行うこととすることができる。（法第３０条第１項、県法施行細則第１７

条） 

(3) 市長は、上記(2)により市長が行う事務を除くほか、知事が行う救助を補助するも

のとする。（法第３０条第２項、県法施行細則第１７条） 

(4) 市長は、災害の事態が急迫して、知事による救助の実施を待つことができないとき

は、自ら必要な救助に着手すると共に、その状況を直ちに知事に情報提供し、その後

の処置に関して知事に協議する。（県法施行細則第３条） 

 

４ 災害救助法の適用基準 

(1) 基準の内容 

法による救助は次により行う。 

ア 適用単位は、市町村の区域単位とする。 

イ 同一災害によることを原則とする。 

例外として 

(ｱ) 同時点又は相接近して異なる原因による災害 

(ｲ) 時間的に接近して、市内の別の地域での同種又は異なる災害による場合でも社

会的混乱の同一性があれば法適用の対象とする。 

ウ 市又は県の人口に応じ一定の被害世帯数以上に達した場合で、かつ、被災者が現

に救助を必要とする状態にあること。 

厚 生 労 働 省

被 災 住 民

被 害 調 査 救 助 実 施

市

災 害 発 生

適 用 通 知

被 害 状 況 情 報 内 容 確 認
了 解

被害状況情報提供・法適用打合

県 報 公 示法 適 用 決 定

被害状況情報提供・法適用要請

県
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(2) 適用基準 

次のア～オのいずれかに該当する場合は、法を適用する。 

ア 市内の住家滅失世帯数が６０世帯以上であるとき。 

イ 県下の住家滅失世帯数が２，０００世帯以上であって、市内の住家滅失世帯数が

３０世帯以上であるとき。 

ウ 県下の住家滅失世帯数が９，０００世帯以上であって、市内の住家滅失世帯数が

多数であるとき。 

エ 災害が隔絶した地域に発生したものである等、災害にかかった者の救護を著しく

困難とする厚生労働省令に定める特別の事情がある場合で、かつ、多数の住家が滅

失したとき。 

オ 多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合であって、

厚生労働省令に定める基準に該当するとき。 

 

５ 災害救助法が適用されない場合の救助 

市長は、法が適用されない災害に際して、小千谷市災害救助条例の定めるところによ

り、応急的に必要な救助を行い、被災者の保護を図る。この場合、市長は、被害の程度

が新潟県災害救助条例に定める適用基準に該当し、その適用を受けようとするときは、

救助の種類及び内容について、速やかに県と協議する。 

（○適用協議書様式・・・・・資料編１９８Ｐ） 

(1) 市災害救助条例 

ア 適用基準 

(ｱ) 住家滅失世帯数が１５世帯以上である場合 

(ｲ) 多数の世帯の住家が滅失し、市長が特に必要と認めた場合 

(ｳ) 多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合 

イ 救助の種類等 

(ｱ) 避難所の設置 

(ｲ) 炊出しその他による食品の給与及び飲料水の供給 

(ｳ) 被服、寝具その他生活必需品の給与 

(ｴ) 災害にかかった者の救出 

(ｵ) 応急仮設住宅の設置 

(ｶ) 災害にかかった住宅の応急修理 

(ｷ) 障害物の除去 

※ 上記のうち(ｵ)、(ｶ)、(ｷ)については、生活困窮者を対象として行う。 

ウ 救助の程度、方法及び期間は、本節第８項の範囲内において行う。ただし、市長

が特に必要と認めた場合には、救助の期間を延長することができる。 

(2) 県災害救助条例 

ア 適用基準 

(ｱ) 本市の住家の滅失した世帯数が３０世帯以上である場合 

(ｲ) 知事が特に必要と認めた場合 

イ 救助の種類等 



風水害対策編 

第３章第５０節 

「災害救助法による救助」 

 390 

(ｱ) 炊き出しその他による食品の給与 

(ｲ) 被服、寝具その他生活必需品の給与 

(ｳ) 応急仮設住宅の設置 

(ｴ) 災害にかかった住宅の応急修理 

(ｵ) 災害にかかった者の救出 

(ｶ) 知事が必要と認めた場合においては、救助を要する者に対する金銭の支給 

(ｷ) (ｳ)及び(ｴ)の救助は、生活困窮者を対象として行う。 

ウ 救助の程度、方法及び期間は、県災害救助条例施行規則第５条に定めるとおりと

する。 

 

 

 


